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令 和 ４ 年 1 1 月 2 9 日 （ 火 曜 日 ）

午前10時０分開議

出 席 議 員（36名）

（ ）２番 坂 本 康 郎 公 明 党 宮 崎 県 議 団

（日本共産党宮崎県議会議員団）３番 来 住 一 人

（ ）４番 山 内 佳菜子 県 民 連 合 宮 崎

（ ）５番 武 田 浩 一 宮崎県議会自由民主党

（ ）６番 山 下 寿 同

（ ）７番 窪 薗 辰 也 同

（ ）８番 佐 藤 雅 洋 同

（ ）９番 安 田 厚 生 同

（ ）10番 日 髙 利 夫 同

（ ）11番 川 添 博 同

（ ）13番 中 野 一 則 同

（ ）14番 図 師 博 規 無所属の会 チームひむか

（ ）15番 有 岡 浩 一 郷 中 の 会

（ ）16番 重 松 幸次郎 公 明 党 宮 崎 県 議 団

（日本共産党宮崎県議会議員団）17番 前屋敷 恵 美

（ ）18番 岩 切 達 哉 県 民 連 合 宮 崎

（ ）19番 井 本 英 雄 宮崎県議会自由民主党

（ ）20番 徳 重 忠 夫 同

（ ）21番 外 山 衛 同

（ ）22番 山 下 博 三 同

（ ）23番 濵 砂 守 同

（ ）24番 西 村 賢 同

（ ）25番 右 松 隆 央 同

（ ）26番 日 高 博 之 同

（ ）27番 井 上 紀代子 県 民 の 声

（ ）29番 田 口 雄 二 県 民 連 合 宮 崎

（ ）30番 満 行 潤 一 同

（ ）31番 太 田 清 海 同

（ ）32番 坂 口 博 美 宮崎県議会自由民主党

（ ）33番 日 髙 陽 一 同

（ ）34番 横 田 照 夫 同

（ ）35番 野 﨑 幸 士 同

（ ）36番 星 原 透 同

（ ）37番 原 正 三 同蓬

（ ）38番 丸 山 裕次郎 同

（ ）39番 二 見 康 之 同

欠 席 議 員（１名）

（ ）28番 河 野 哲 也 公 明 党 宮 崎 県 議 団

地方自治法第121条による出席者

知 事 河 野 俊 嗣

副 知 事 日 隈 俊 郎

副 知 事 永 山 寛 理

総 合 政 策 部 長 松 浦 直 康

政 策 調 整 監 吉 村 達 也

総 務 部 長 渡 辺 善 敬

危 機 管 理 統 括 監 横 山 直 樹

福 祉 保 健 部 長 重黒木 清

環 境 森 林 部 長 河 野 譲 二

商工観光労働部長 横 山 浩 文

農 政 水 産 部 長 久 保 昌 広

県 土 整 備 部 長 西 田 員 敏

会 計 管 理 者 矢 野 慶 子

企 業 局 長 井 手 義 哉

病 院 局 長 村 久 人

財 政 課 長 高 妻 克 明

教 育 長 黒 木 淳一郎

警 察 本 部 長 山 本 将 之

監 査 事 務 局 長 髙 山 智 弘

人事委員会事務局長 日 高 幹 夫

事務局職員出席者

事 務 局 長 渡久山 武 志

事 務 局 次 長 坂 元 修 一

議 事 課 長 鬼 川 真 治

政 策 調 査 課 長 伊 豆 雅 広

議 事 課 長 補 佐 関 谷 幸 二

議 事 担 当 主 幹 佐 藤 亮 子

議 事 課 主 査 川 野 有里子

議 事 課 主 査 内 田 祥 太

議 事 課 主 任 主 事 山 本 聡

- 151 -



一般質問◎

これより本日の会議を開き○二見康之副議長

ます。

本日の日程は、昨日に引き続き一般質問であ

ります。

ただいまから一般質問に入ります。まず、坂

口博美議員。

〔登壇〕（拍手） おはようご○坂口博美議員

ざいます。一般質問を行います。

４年目を迎えようとするコロナ禍は、今なお

先行きが見通せない中にあります。さらに、現

在の感染者数を見ると、既に第８波と言える状

況にある上、専門家からは、年末にかけてイン

フルエンザの流行と同時に急拡大するのではと

の予測すら出ております。

そのような状況の中にあって、県は、これま

でのようなアクセルとブレーキを使い分ける経

済対策を見直し、経済は止めることなく回し続

けるとする考え方へと、その方針を大きく転換

させました。これは、常在コロナの中にあっ

て、積極的に経済を推し進めていくとする知事

の政治判断に基づくものであり、当然、知事に

はその責任が大きく伴うこととなります。

そしてまた、県民側には、県がコロナ対策に

おける対処方針を転換することにより、私ども

の日々の暮らしに係るこれまでの生き方におい

て、新たな方針に沿うべく、幾つもの見直しを

余儀なくされる事態につながる、重大な節目に

なると思います。

つまり、これまでの生き方を大きく変化さ

せ、かつて経験したことのない生活の在り方が

求められているという、切実・重大な分岐点に

私たちは今、ぶち当たっているのであります。

そのような考えに立つとき、県がこれまで

度々使ってきた「新しい生活様式」なる表現

は、この節目を通過した後に県民が行き着くこ

ととなる新しい暮らしの在り方のことを示して

おられたのだと、県に倣い、熟慮することもな

くこの言葉を使ってきた私でありますが、遅れ

ばせながら、ここに至って初めて、そう気づか

されたのであります。

そして同時に、私は知事に対して、「新しい

生活様式」へと向かう県民のリーダーとして、

海図に水路なく、地図に道路なき前人未到の目

的地へと県民を導かなくてはならないという、

言うならば、県民総勢による大規模冒険隊の長

たる立場にあるんだとの覚悟をお持ちか否か

を、しっかりと確認せねばならないと思うに

至ったのであります。

ところで、冒険と言えば、皆さん御存じのと

おり、世界を代表する冒険家の一人に、五大陸

全ての最高峰の登頂に世界で初めて成功すると

いう偉業を成し遂げた日本人、植村直己さんが

おられます。植村さんは、彼の満43歳の誕生日

である1984年２月12日に、北アメリカ大陸の最

高峰であり、以前はマッキンリーと呼ばれてい

た山でありますが、2015年８月30日に、当時の

アメリカ合衆国大統領バラク・オバマ氏が、大

統領としてのアラスカ訪問に先駆け、アラスカ

先住民と植村さんの偉業への敬意を込めて、先

住民の言葉で高いもの、偉いものを意味する

「デナリ」へと名前を変更したことを発表して

おります。植村さんは、このデナリ登頂に成功

したのであります。

しかしながら、残念この上ないことでありま

すが、登頂に成功した翌日、13日の下山途中に

消息を絶ったのであります。その植村さんが残

された言葉の中に、「出発するとすぐ、帰るこ

とばかり考えるんですよね。毎日先に進みなが
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ら、いかにして先に進むかじゃなくて、いかに

して引き返すかっていうことばかり考えてるん

です。それがある一定のところまで進むと、も

う引き返しのきかない状況まで来るわけです。

そこで初めて、先に進むことだけしか考えなく

なるんです」というのがあります。

そしてまた同様に、世界の大陸の最高峰全て

の登頂に女性として世界で初めて成功した田部

井淳子さんは、エベレスト登頂に成功した際

に、「本当にしんどくて、でもいつかこの一歩

は終わると信じて、ただ前に進み続けた」とし

て、「足を引きずりながらの一歩一歩でも、歩

き続ければ必ず頂上に登り着く」と言い残され

ております。

さて、冒頭に申し上げましたように、これか

ら向かうこととなる「新しい生活様式」であり

ますが、誰もがこれから初めて経験することに

なる生き方であり、言わば、まさしく冒険その

ものであります。私どもの向かう先は、エベレ

ストなのか、デナリなのか。これから知事に導

かれることとなる「新しい生活様式」では、ど

のような暮らしが待っているのか、県民総じて

大変気がかりなのであります。

知事の考えておられる「新しい生活様式」に

よる暮らしとは、具体的にどのようなものなの

か。そしてまた、知事が常々口にされるよう

に、県民の誰をも取り残すことなく、そこへ導

くのだとの強い覚悟を持たれての４期目への挑

戦であるのか伺い、壇上からの質問といたしま

す。

以下、質問者席から行います。（拍手）〔降壇〕

〔登壇〕 おはようござ○知事（河野俊嗣君）

います。お答えします。

コロナ発生当初におきましては、未知のウイ

ルスから県民の命と健康を守るため、３密の回

避をはじめ、ビジネスや教育のリモート化な

ど、生活の様々な場面で人と人との身体的距離

を取ることを要請してまいりました。

その後、ワクチン接種の進展やウイルスに関

する知見の蓄積も進んだことなどから、現在

は、基本的な感染対策を継続しながら、社会経

済の歩みを止めない政策に軸足を置いていると

ころであります。コロナ前の生活に完全に戻る

ことは難しいものと認識しております。

特に、デジタル技術の普及は、コロナへの対

応だけでなく、人口減少対策などの側面から

も、今後ますます進んでいくものと想定されま

す。県民の仕事や暮らしも、デジタルが十分活

用できるものへと変化させていかなければなら

ないと考えております。

その一方で、私たちには変えてはならないも

の、守らなければならないものがあります。そ

れは、人と人とのつながりや他者に対する思い

やり、心身の健康をはじめとする県民の暮らし

の安心であります。

新しいライフスタイルへの転換には、様々な

課題が生じるものと認識しておりますが、私は

知事として、誰一人取り残さないという強い覚

悟を持って、県民の皆様の不安を払拭し、幸せ

を実感できる県づくりに全身全霊で取り組んで

まいります。以上であります。〔降壇〕

では、引き続いて知事に伺い○坂口博美議員

ます。

県は先月、令和５年度当初予算の編成方針を

公表し、来年度当初予算については、年末に知

事選が行われることから、骨格予算として編成

し、６月補正で肉づけを行うとしております。

また同時に、令和５年度の施策の構築に当

たっての視点も公表し、１、コロナ禍、物価高

騰等からの再生・復興、２、中山間地域の暮ら
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しの維持・活性化、３、経済・産業の促進、

４、次世代育成、若者・女性活躍の推進、５、

安全・安心な県土づくりの推進、これら５つの

視点を示しております。

いずれも重要な視点ではありますが、コロナ

の収束がいまだ見えず、第８波に突入する中、

来年度は、これまでのウイズコロナに加えて、

これから向かうとされる「新たな生活様式」へ

の対応が求められることになります。

県では、これまでも同様な施策を講じてきて

おり、コロナへの対応も４年目を迎えることに

なりますが、５つの視点に基づき、新たにどの

ような事業の構築が必要になると考えておられ

るのか伺います。

今回の視点につきまし○知事（河野俊嗣君）

ては、喫緊の課題であります新型コロナ対策や

物価高騰対策など、県民生活や地域経済の着実

な再生とともに、人口減少、国土強靱化をはじ

めとする本県の諸課題への対応、さらには、将

来を見据えた新たな成長活力の創出を図ること

を目的に整理したところであります。

コロナへの対応としましては、まず、公共交

通の利用促進や小規模事業者の新事業支援をは

じめ、子ども食堂等の生活困窮世帯への支援、

相談体制の強化等による自殺予防対策など、暮

らしや産業の下支えを行いつつ、インバウンド

需要の回復を見据えた誘客強化など、経済の活

性化にも取り組む必要があると考えておりま

す。

また、新型コロナの再拡大や新たな感染症へ

の備えとして、医師や看護師の確保をはじめと

する医療提供体制の強化に引き続き対応してい

くほか、デジタルガバメントの推進や県内企業

のデジタル実装支援、ＩＴ人材の育成など、デ

ジタル社会に向けた対応を強化することも重要

であります。

今後、社会経済の早期回復を図るとともに、

デジタルを活用した感染症にも強い社会を築い

ていけるよう、効果的な事業構築に努めてまい

ります。

限られた財源、大変多様な○坂口博美議員

ニーズ、ぜひ効率的・効果的な事業展開を期待

しております。

ところで、私は先日眼科を受診した際に、医

療スタッフから、高齢者の白内障患者や子供の

患者が増えているという話を伺いました。これ

は、コロナ禍においてデジタル化が急速に進ん

だことにより、スマートフォンやタブレットを

利用する高齢者や学生たちの間において、タブ

レットなどの活用頻度が増加していることが目

の酷使につながり、眼科の患者が増える要因に

なっているのではなかろうかと考えます。

また、これにとどまらず、長期にわたる感染

に対する不安や、直接会って話す機会の減少に

よる人間関係の希薄化等により、様々なストレ

スが心理面に影響し、心の病にかかる人が増加

しているのではないかとも懸念しております。

そして、さらに、社会や人々の生活様式が急

激に変化したために、これまでとは異なる傾向

の新たな病気が増えてくる可能性もありはしな

いかとの危惧すらも有しております。

しかしながら、「新たな生活様式」がいかな

るものであっても、相談したいときに適切な相

談が受けられたり、病気にかかったときに最適

の治療を受けることができるような、まさしく

誰一人として取り残されない社会、これを構築

し、維持していかなければなりません。

コロナ禍により、社会や生活様式が大きく変

わる中で、医療や福祉の需要の変化をどのよう

に認識し、今後どのような対応をしていかれる
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のか、福祉保健部長に伺います。

新型コロナ○福祉保健部長（重黒木 清君）

が長期化する中で、高齢者等の外出機会の減少

等により、「つまずきやすくなった」「階段の

上り下りがつらい」など、転倒や骨折の要因と

なる運動機能の低下が指摘されております。

また、高齢者以外も広く、スマートフォンの

利用やリモートワークの増加による視力への影

響も生じております。さらに、健康や経済、人

間関係等の不安や悩みを抱えた方や、対面での

活動が制限されたことにより、つらい気持ちを

周りに伝える機会を失っている方などの増加も

懸念されております。

このような中、県のひきこもり地域支援セン

ターの対応件数や自殺予防の夜間相談電話も増

加傾向にあります。

県といたしましては、このような医療や福祉

の需要の変化に対応できるよう、新たな視点を

加えながら、引き続き、医師会や大学など関係

機関と連携の下、県民の皆様の健康や命を守る

取組を進めてまいります。

ところで、学校では「新しい○坂口博美議員

生活様式」への転換を余儀なくされ、合唱や運

動などの教育活動が制限されたり、行事等も中

止や短縮されたりしております。

また、子供たちの生活の中でのデジタル化も

大きく進み、コロナによる在宅期間において

も、タブレットを活用した学習が進むととも

に、遊びの場でもタブレットやスマートフォン

を手放さない子供たちが多くいるとも聞き及び

ます。

そのような話を聞くと、コロナ禍における制

限された生活やデジタル化は、少なからず子供

たちの健康に影響があるのではないかと感じて

おります。

生活様式が変わったことによる子供たちへの

様々な影響について、教育長にお伺いいたしま

す。

新型コロナの拡大○教育長（黒木淳一郎君）

に伴う「新しい生活様式」への転換によりまし

て、子供たちの生活様式も大きく変容し、様々

な影響が懸念されております。

文部科学省が毎年実施する調査では、新型コ

ロナの影響によりまして、生活環境の変化によ

る生活リズムの乱れ等が、不登校児童生徒数の

増加の一因であると報告されております。

また、文部科学省発行のガイドブックには、

新型コロナの影響に伴い、屋外で遊ぶ時間が減

り、デジタル端末の視聴時間が長くなること

で、視力低下や近視の増加に拍車がかかるおそ

れがあるとの専門家のコメントが記載されてお

ります。

県教育委員会といたしましては、市町村教育

委員会と連携しながら、子供たちの心と身体の

健康につながる教育や指導の在り方について、

一層研究を深めてまいります。

今、福祉保健部長や教育長の○坂口博美議員

答弁にもありましたように、「新しい生活様

式」を進めれば、光だけではなく、それに伴う

影もまた生じることになります。つまり、行政

が果たすべき新たな事務の出現であります。知

事はこの部分に関しては、いまだその姿を示さ

れていないのでありますが、いずれにせよ、新

たに出現する行政ニーズに万全を期すべきは当

然であります。

しかしながら、県の新年度予算編成に際して

の５つの指針には、これらの考え方は見当たら

ず、これへの対応の在り方を懸念するところで

あります。私は、このように時代の変化に伴い

生じる新しい行政需要への対応については、指

令和４年11月29日(火)
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針の６本目の柱として示されるべきではないか

と考えます。

今のお二人の答弁からも推しはかれますよう

に、知事が導く生活様式の変容やデジタル化の

進展などにより、新たに生じ、そしてそれがい

かなるものか、おいそれと予測できないような

大きな課題に対して、どのように対応していか

れるのか、知事の考えを伺います。

重要な御指摘と受け止○知事（河野俊嗣君）

めております。

コロナ禍において、感染防止対策の実践やデ

ジタル技術の進展によりまして、テレワークを

はじめとする新しい働き方やキャッシュレス決

済の普及など、この数年で私たちの生活は大き

く変化してきております。本県におきまして

も、産業のデジタル化や人材育成など、これら

の社会変化に対応するための様々な対策を講じ

てまいりました。

一方で、御指摘のような、特に子供たちの心

や身体への影響について大変心配しているとこ

ろでありますし、医療需要の変化、さらにはデ

ジタル格差や孤独・孤立の問題などが顕在化し

ております。それらの課題にもしっかり目配り

をしていくことは、今後の県づくりにおいても

大変重要な視点であると考えております。次期

アクションプランにも反映させたいと考えてお

ります。

このような認識の下、来年度の事業構築にお

きましても、今回の５つの視点に加え、誰一人

取り残さないための取組について、様々な状況

を想定しながら対応してまいります。

続けて知事に伺います。○坂口博美議員

政府が今臨時国会に事業規模約72兆円の総合

経済対策予算を提出しておりますが、国の動き

に合わせ、県としても早期に対応するべきだと

考えます。

今回の国の総合経済対策を受け、県は予算に

どのように反映させていくのか、また令和５年

度当初予算とどのように連動させていくのか、

お伺いいたします。

今回の国の総合経済対○知事（河野俊嗣君）

策のうち、防災・減災、国土強靱化や食料安全

保障、ＴＰＰ等対策などに関する公共事業につ

きましては、経済対策と発注時期の平準化の観

点から、今議会に約285億円を追加提案し、いち

早く対応することとしました。

また、今回は予算化が難しいものの、国の総

合経済対策に基づく必要な事業については、今

後、詳細な内容を確認し、速やかに対応してま

いります。

さらに、本県の令和５年度当初予算は骨格予

算とするものでありますが、編成方針に掲げた

５つの視点には、コロナ禍、物価高騰からの再

生・復興や、経済・産業成長の促進などに、国

の総合経済対策と方向性が同じものが多く含ま

れております。

このため、国の動きと連動し、来年度も活用

できる補正予算を編成するとともに、次の任期

を私が担うこととなりましたら、当初予算にお

いても相乗効果が発揮できる事業を構築し、切

れ目なく対応してまいります。

コロナが長期化する中、国は○坂口博美議員

これまで、コロナ対策や経済対策を次々に打ち

出してきております。

円安や物価高騰の先行きも不透明であり、国

全体が停滞する中、積極的な財政出動は必要で

はありますが、一方で、その財源のほとんどを

赤字国債に依存しており、将来を考えると、財

政の健全化という点では懸念があります。

そのような中、報道によれば、岸田首相は
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昨28日、防衛費を今後５年で増額し、2027年度

には安全保障関連費を含めて、現在の対ＧＤＰ

比２％に達するよう予算措置を講ずるよう指示

したとのことであります。それからして、これ

から先は、国の財政運営が地方財政に大きな影

響を及ぼすおそれは否定できません。

国が大変厳しい財政状況にある中、本県で

は、国民スポーツ大会、全国障害者スポーツ大

会の両大会を合わせて、最大で688億円程度の開

催経費が見込まれております。さらに、公共施

設等総合管理計画に基づく各施設の老朽化対策

と、今後、多額の財政負担が見込まれておりま

す。

今後の公共施設等の老朽化対策に必要な経費

をどのように見込んでいるのか、総務部長に伺

います。

県有の公共施設等○総務部長（渡辺善敬君）

につきましては、5,000棟を超える建物系施設

と、道路や橋梁など30類型のインフラ施設がご

ざいます。

その老朽化対策に必要な経費は、平成28年度

に策定した公共施設等総合管理計画の中で、一

旦概算で試算をいたしましたが、その後、建築

物を構成する部材やその劣化状況の詳細調査を

した上で、将来の保全計画や他の施設との集約

等の１次評価を総務部が行い、さらに、施設ご

との個別状況を踏まえた２次評価を担当部局と

協議しながら進め、昨年度に計画改定をしたと

ころであります。

その結果、今後50年間で必要となる経費は、

建物系施設とインフラ施設を合わせて、約１

兆4,700億円を見込んでおります。

今答弁にありましたように、○坂口博美議員

国民スポーツ大会の開催と公共施設の老朽化対

策のいずれも、多額の経費が見込まれておりま

す。

そうなりますと、計画的な予算措置が必要に

なる上、これらのハード整備に多額の県債発行

を要し、今後、残高も増加していくことになり

ます。

さらに本県には、人口減少対策や産業・物流

対策、中山間地域の振興、医療福祉の充実など

の諸課題への対応に加え、高速道路など社会基

盤の整備にも、これまでに引き続き、合わせて

取り組んでいく必要があります。

こうした様々な財政需要がある中、将来にわ

たって本県の財政の健全性に問題はないのか、

知事に伺います。

御指摘のとおり、本県○知事（河野俊嗣君）

の財政需要は、今後ますます増加すると見込ま

れており、また、危機事象への緊急的な対応、

そして何より、人口減少等の本県の諸課題に適

切に対応していくためには、財政の健全性を維

持していくことが大変重要であると考えており

ます。

そのため県では、中長期的な財政見通しを作

成し、将来を見据えた計画的な予算計上を行っ

ております。現段階で見込まれる財政需要に対

しては、財政関係２基金の残高を一定水準確保

するとともに、県債残高の抑制にも努めている

ところであります。

その上で、国庫補助金や有利な地方債の活用

などにより、実質的な負担を軽減するととも

に、毎年度の財政支出を平準化するため、特定

目的基金を設置・活用しているところでありま

す。

今後とも、物価高騰などへの臨機の対応や将

来の財政需要の増大にしっかり対応できるよ

う、財政の健全性を維持し、積極的かつ的確な

財政運営を行ってまいります。
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次に、国土強靱化に関して伺○坂口博美議員

います。

９月に本県を襲った台風第14号は、県内に甚

大な被害をもたらした平成17年の台風第14号と

同規模と言われており、長時間にわたる記録的

な豪雨により、各地に土砂災害や浸水被害をも

たらし、３名もの貴い命が奪われました。改め

て、亡くなられた方々の御冥福をお祈りいたし

ますとともに、被害に遭われた皆様に、心より

お見舞いを申し上げます。

さて、今回の台風第14号による被害額は、全

体で700億円を超える大規模なもので、そのうち

公共土木施設の被害は、県・市町村合わせて、

件数が約1,400件、被害額が約400億円となって

おり、私は改めて国土強靱化の取組の重要性を

認識したところであります。

まず、国土強靱化に係る水防災に関し、県土

整備部長に数点伺います。

国土強靱化対策については、平成30年度から

令和２年度までの３か年緊急対策を経て、現

在、令和３年度から令和７年度までの５か年加

速化対策が実施されております。

これまで、本県でも多くの予算を確保し、対

策を講じてきておりますが、今回の台風第14号

の被害等も踏まえ、国土強靱化における治水対

策の取組の評価について伺います。

県では、県民○県土整備部長（西田員敏君）

の安全・安心な暮らしを守るため、河川におい

ては、平成30年度から約230億円の国土強靱化対

策の予算を活用し、河川掘削や堤防の整備等の

治水対策に重点的に取り組んできたところであ

ります。

平成17年の台風第14号では、県北の山沿いで

総雨量が1,000ミリを超え、五ヶ瀬川水系と耳川

水系で約1,800棟の住家の浸水被害が発生しまし

た。今回の台風第14号でも、県北の山沿いの総

雨量は同程度であったものの、同水系の浸水被

害は約700棟に軽減されており、これまでの整備

に加え、国土強靱化の取組による一定の効果が

あったものと考えております。

一方で、河川改修が未整備の区間などでの浸

水被害や内水による被害が発生しており、さら

なる整備が必要な状況にありますことから、今

後とも国土強靱化予算の確保に努め、治水対策

にしっかりと組んでまいります。

平成17年災に比べると、浸水○坂口博美議員

被害、約半分ですね。だから、ぜひ今後とも頑

張っていただきたいと思います。

このように、浸水家屋数の軽減など、一定の

効果があったとのことでもありますが、今回の

被害状況を見ると、まだまだ安全にも安心にも

程遠く、国土強靱化対策の継続的な取組の必要

性を痛感しております。激甚化、頻発化する水

害への対策として、令和２年度に流域治水とい

う取組が国から示されております。

当然ながら、県ではこれまでも地域の実情に

合った治水対策を進めてきていると考えます

が、流域治水の考え方と今後の取組について伺

います。

流域治水と○県土整備部長（西田員敏君）

は、気候変動の影響による水害の激甚化、頻発

化を踏まえ、堤防整備などの対策をさらに加速

するとともに、流域に関わる国や市町村、地域

住民などのあらゆる関係者が協働し、ハード・

ソフト一体となった水災害対策を行うものであ

ります。

年内に県内58水系全てで、関係者が行う対策

を取りまとめた流域治水プロジェクトを策定

し、河川の掘削や堤防補強などを行うほか、貯

水機能を確保するためのダムの事前放流や農業
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用ため池の活用、保水機能を確保するための森

林整備を実施しているところであります。

また、住民の避難を促すためのソフト対策と

して、浸水想定区域図を作成する対象河川を拡

大し、きめ細かな情報提供を行うこととしてお

ります。

今後とも、関係者と連携を図りながら、治水

対策のさらなる強化に取り組んでまいります。

今、流域治水プロジェクトと○坂口博美議員

して、ダムの事前放流の取組も行っているとの

ことでありました。事前放流は、ダムの利水容

量の一部を洪水前に放流し、水位を下げておく

ことで、ダムの貯水機能を強化するものであ

り、令和２年度から全国一律で取組が始まって

おります。

これについては、本県においても取り組んで

おりますが、今回の台風第14号において、事前

放流を行ったダムは県内に、管理者別に幾つあ

るのか伺います。

県内には、１○県土整備部長（西田員敏君）

級水系と２級水系合わせて46のダムがありま

す。そのうち、今回の台風第14号では、ゲート

放流などで水位を低下させることができる30ダ

ムで、事前放流を実施しております。

その管理者ごとの内訳は、県管理が７ダム、

県企業局管理が２ダム、九州電力管理が15ダ

ム、土地改良区などが管理する６ダムでありま

す。

30のダムで事前放流を実施し○坂口博美議員

たとのことでありました。ダムの規模に応じ、

洪水調節に利用可能な容量にも大小があると思

います。規模の大きな一ツ瀬ダムには余裕があ

るように思える一方で、中小規模のダムである

杉安ダムは、事前放流の効果があるのか疑問で

あります。

そこで、今回の台風における両ダムの放流状

況についてお伺いいたします。

九州電力の報○県土整備部長（西田員敏君）

告によりますと、一ツ瀬ダム及び杉安ダムで

は、治水協定に基づき、両ダムとも台風第14号

に備え、９月15日14時頃に事前放流を開始して

おります。

一ツ瀬ダムでは、事前放流完了後、降雨によ

りダムへの流入量が増えたものの、流入量より

少ない放流の状態を維持し、18日の21時頃に最

大流入量に到達しております。その後、ダムへ

の流入量が低下し、23時頃には放流量と同量の

流入量となり、ダムでの事前放流の効果が見ら

れたところです。

また、下流にある杉安ダムでは、事前放流完

了時には、既に流入量と同量の放流量となって

おり、最大流入量には、18日の23時頃に到達し

ております。

今回の台風では、一ツ瀬ダム○坂口博美議員

が最大の放流状態のときには、小規模な杉安ダ

ムは既に流入量と同量を放流する状態であった

ということであります。

この結果を見ますと、中小ダムである杉安ダ

ムは、事前放流の効果を生かせたとは言い難い

と考えます。

ところで、一ツ瀬ダムと同一水系の三財川に

は、治水と利水の機能を持つ多目的ダムである

立花ダムがありますが、立花ダムの放流状況に

ついてはどうであったのか伺います。

県が管理する○県土整備部長（西田員敏君）

多目的ダムである立花ダムでは、治水協定に基

づき、９月15日の20時頃に事前放流を開始した

ところであります。

その後、台風に伴う降雨によりダムへの流入

量が増えたことから、９月18日の12時頃から洪
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水調節を開始したところです。

しかしながら、20時頃に最大流入量に達し、

その後も降雨が継続したため、ダムの水位が上

昇し、ダム本体に危険を及ぼすおそれがあると

判断したことから、流入量と同量を放流する、

いわゆる緊急放流を、23時頃から翌朝の６時ま

で実施したところです。

立花ダムでは、緊急放流に○坂口博美議員

至ったとのことでありました。緊急放流に至る

間において、最大流入量に達した時点では、ま

だしっかり洪水調整しているということもうか

がえます。

しかし、最終的には貯水することができなく

なり、ダム本体を守るために緊急放流せざるを

得なくなったとのことでありました。

今回の台風では、県内の多くのダムで事前放

流を行ったと思いますが、成果があった一方

で、事前放流の課題も残したのではないかと考

えます。

県内ダムにおける事前放流の取組の効果と課

題について伺います。

今回の台風○県土整備部長（西田員敏君）

第14号において、30のダムで事前放流を実施

し、例えば立花ダムのある三財川などでは、洪

水時にダムからの放流量が減少できたことに加

え、河川の掘削を実施し、水位が低減されたこ

とにより、平成17年の台風第14号と比較すると

家屋浸水被害が軽減されるなど、一定の効果が

あったものと考えております。

一方で、ダムの放流設備等の構造によって

は、放流量が制限され、事前の貯水位低下に時

間を要すること、また、線状降水帯の発生など

の早期かつ正確な降雨予測が現段階では難しい

ことなど課題もあります。

県としましては、これらを踏まえまして、今

後とも関係者と連携し、事前放流をはじめ、効

果的な流域治水に取り組んでまいります。

一概にその減少だけで判断は○坂口博美議員

難しいんですけど、例えば、降雨量が何ミリと

予測していた、しかし、結果的にその河川の流

入域内に雨雲がかからなかったということもあ

りますが、結果的にやっぱり治水効果が最後ま

で保てるか、また、その逆もしかりかなと思っ

ております。

さらにこれは、気象の精度、予測の精度も含

めてですけれども、まだまだ研究が要ると考え

ております。

事前放流は、成果がある一方で、今のように

課題もありますが、県有ダムはもちろんのこ

と、特に電力会社の巨大ダムは、豪雨時の治水

効果を大きく有しております。例えば一ツ瀬ダ

ムでは、ダムは有効貯水量が１億5,550万立米で

あるのに対し、治水容積は2,700万立米でしかな

く、まだまだ余力を持っておりますので、今後

その能力をさらに大きくしてもらえることを期

待したいと思います。

次に、県設置の残土処理場の崩壊問題につい

て伺います。

先ほどのダムの問題についても、またこの問

題につきましても、災害に対し強靱な国づくり

のため、つまり国土強靱化のためには大きく注

視すべき事案の一つだと考えております。

この事案については、県では第三者委員会を

設置し、検討を行っていくようでありますが、

具体的にはどのようなことを検証していかれる

のか、環境森林部長に伺います。

県では、椎葉○環境森林部長（河野譲二君）

村及び美郷町の残土処理場の崩壊を受け、被災

原因の究明・分析などを行うため、今月４日に

「林地及び林道災害原因究明調査検討委員会」
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を設置したところであります。

委員には、林野庁のアドバイスを受けなが

ら、砂防学や地盤工学などを専門とする大学教

授３名を選定し、今月９日と10日に現地調査を

行うとともに、第１回の調査検討委員会を開催

したところであります。

今後、委員会において、必要に応じ現地調査

を実施しながら、まずは、残土処理場が設計ど

おりに施工されていたのか確認を行った上で、

地下水の流れや、地質・地盤に関する専門的な

検証を行い、被災原因を特定するとともに、残

土処理場の復旧に向けた設計の助言や、今後、

同様の災害を引き起こさないために必要な技術

的提言をいただくこととしております。

崩壊、流出してしまっている○坂口博美議員

処理場、ここから設計と施工の妥当性というの

が検証できるのかどうか甚だ疑問なんですけれ

ども、どうなっているんでしょうか。

議員御指摘の○環境森林部長（河野譲二君）

とおり、既に残土処理場は崩壊しております

が、崩壊はその一部にとどまっておりますこと

から、残存する盛土について、土の性質や締め

固め具合、水の浸透などの試験を行い、委員会

において、降雨に対する盛土の安定性を評価す

ることとしております。

また、当時の設計図書や施工業者が管理した

状況写真、管理図など現存する資料から、設計

内容や施工状況等を確認していただくこととし

ており、客観的な検証を行うことは可能である

と考えております。

ぜひ、徹底した解明につなが○坂口博美議員

るといいなと思っております。でも、なかなか

難しいと思いますよ。

調査対象というか、検証の目的ですけれど

も、こういう類いの事故では、被害者への損害

賠償に発展する可能性というのも考慮しなけれ

ばいけないと思います。

崩壊の原因となった設計及び施工上の原因や

責任の所在というものをしっかりと調査すべき

と考えますが、知事の御認識を伺います。

今回、県が設置しまし○知事（河野俊嗣君）

た残土処理場が崩壊し、工場敷地や水田等に土

砂等が流入したことによりまして被害を受けら

れた方々に対し、誠に申し訳なく思い、改めて

心よりお見舞いを申し上げます。

現在、県では、土砂等の撤去に向けた準備を

進めるとともに、調査検討委員会において、被

災原因の特定や復旧工事の検討などのため、現

地調査を行っているところであります。

議員御指摘のとおり、この委員会の検証結果

は、設計や施工上の責任に伴う被害者への損害

賠償に影響することが考えられますことから、

これらを念頭に置いて、専門家の知見を踏まえ

た客観的かつ丁寧な調査に努めますとともに、

原因究明後は、検証結果を踏まえ、法律の専門

家である弁護士に相談し、責任の所在について

明確にしてまいりたいと考えております。

委員会を立ち上げたんですか○坂口博美議員

ら、ぜひ、しっかりと検証していただくようお

願いいたしておきます。

ところで、災害が発生した場合、「想定外」

という言葉をよく耳にいたします。近年では、

記録的な大雨をもたらす台風や線状降水帯が頻

発しており、本県をはじめ全国各地で、甚大な

被害が毎年発生しております。日本各地に毎年

甚大な被害を引き起こす記録的な大雨が、果た

して本当に想定外であるのか。確かに、近年の

記録的な大雨は、過去には大変まれなるもので

ありました。しかし、地球温暖化がさらに進む

ことにより、大雨のリスクはより一層高まると
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言われています。

地球温暖化が降水量に与える影響について、

そのメカニズムなどに関し、環境森林部長に伺

います。

大雨をもたら○環境森林部長（河野譲二君）

す積乱雲は、水蒸気を含んだ暖かい空気の上昇

により形成され、海面水温が高く、空気中の水

蒸気量が多くなるほど発達しやすくなります。

現在、日本の平均気温や海面水温は、この100

年で１度以上上昇しており、気温１度の上昇

で、空気は水蒸気を７％程度多く含めるように

なることから、大気中の水蒸気量も増加傾向に

あり、地球温暖化の進行が大雨の発生につなが

ると考えられております。

なお、気象庁のデータからも、2018年以降で

は、観測地点の３割で、72時間雨量が観測史上

最多を更新するとともに、約40年前と比べて、

１時間降水量について、10年平均で50ミリ以上

は1.4倍に、80ミリ以上は1.7倍に、年間の発生

回数が増えるなど、極端な大雨の頻度や強度が

増大していることが確認できます。

今の答弁で、40年前と比べて○坂口博美議員

どう増えているのかというのが、なかなかイ

メージしづらいんですけれども、気象情報など

でよく言われる、「過去に経験したことのな

い」だとか、「降り始めてからの連続雨量が例

年の１か月分を既に超した」など、豪雨のたび

に報道されますし、近年、雨の降り方というも

のが激変し、激しい雨が長時間、広範囲にわ

たって降り続いているのは実感済みでありま

す。

先ほどの答弁では、短時間雨量など一定の時

間内の雨量が増えているというふうに理解しま

したが、台風などの大雨における総雨量はどう

なっているのか、再度伺います。

気象庁により○環境森林部長（河野譲二君）

ますと、今回の台風第14号では、最も雨が降っ

た観測地点の４日間の総降水量は900ミリを超

え、九州や四国地方では、複数の地点で９月の

１か月の平年値の２倍前後となっております。

また、昨年８月の西日本から東日本にかけて

の大雨では、９日間の総降水量が、多いところ

で1,200ミリを超え、この月の西日本の１か月の

降水量は、平年値の３倍を超えております。

また、過去に災害をもたらした気象事例で

は、１週間以上、雨が降り続いた事例の件数及

び最も雨が降った観測地点の降水量の平均につ

いて、昭和20年以降の10年間は３件、721ミリに

対し、平成24年以降の直近10年間では10件、

1,362ミリと大幅に増加しており、このように近

年、大雨の長期化や降水量が増大している傾向

が顕著になっております。

今の答弁のような状況からし○坂口博美議員

ましても、この自然災害防止に対しては、先ほ

どのダムにしても、また今回の残土処理場にし

ましてもしかりでありますが、近年の気象状況

の中にあっては、従来の技術基準などでは通用

しないものも出てきているのではないかと思料

いたします。

そのような中、今年５月に成立した盛土規制

法では、盛土を規制する区域を指定し、盛土を

行う際は、都道府県知事等の許可が必要になる

と聞いております。

これらを踏まえ、今後、残土処理を行う場合

は、一定の技術基準に基づき施工する必要が出

てくると考えますが、県としてどのように対応

していかれるのか、関係部の代表部長に伺いま

す。

議員御指摘の○県土整備部長（西田員敏君）

とおり、今年５月に成立した盛土規制法では、
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規制区域内における残土処理を含む盛土等は、

今後、政令等で定められる技術的基準に基づ

き、設計・施工を行うよう規定されておりま

す。

現在、国が公表している技術的基準の案で

は、地山と盛土との密着を図るための段切り施

工を行うことや、盛土の締め固め厚さを１層当

たり30センチ以下にして盛土すること、渓流等

に設置する盛土の高さが15メートルを超える場

合は、盛土本体などの安定計算を行い、安全を

確保することなどが示されているところです。

さらに、国におきましては、技術的基準の運

用マニュアルなどを策定していく予定と伺って

おりますので、県としましては、これらの統一

的な基準を踏まえ、残土処理の適切な設計・施

工を行ってまいります。

そのほかにも伐開、伐根など○坂口博美議員

も必要になってくるでしょうし、今の答弁の段

切りや厚さ30センチ以下の締め固めとなります

と、逆に30センチ以上の大きな石とか岩という

のは、そこにはそのままでは捨てられないこと

になるわけです。じゃ、それを砕いたり、選別

したりする作業というものが、まず必要になっ

てきます。それから、それを行うヤードの確保

も必要になってきます。

これらを考えますと、残土処分のための経費

は、特にトンネルなどでは処理費だけで莫大な

経費になると思うんですね。だから、これは

サービス工事じゃいけない。工事費積算におい

ても、新たな経費の積み上げなど、しっかりと

積算されるように求めておきます。

国土強靱化の取組については、本県を災害に

強い県とするため、計画的に整備を進めておら

れますが、まだまだ道半ばであり、ましてや今

後は、先ほどのダムの機能や残土処理の問題な

どのような新たな経費の発生など課題が待って

おります。

しかしながら、それでもなお、令和７年度ま

での５か年加速化対策後も継続して財源を確保

していく必要があります。全国知事会の地方税

財政常任委員長の立場として、国土強靱化対策

予算の確保にどう臨まれているのか、御所見を

伺います。

御指摘のとおり、国民○知事（河野俊嗣君）

・県民の命と暮らしを守るため、国土強靱化対

策は、国・地方を挙げて取り組むべき喫緊の課

題であると考えております。

このため、地方税財政常任委員長として、政

府・与党に対し、その重要性を継続して訴えて

きたところ、国費や地方単独事業を含む地方財

政措置の拡充につながり、本県としてもこれら

を最大限に活用し、県土の強靱化を進めている

ところであります。

しかしながら、先般の台風第14号における被

災状況を見ますと、部長も答弁しましたとお

り、これまでの対策の効果が現れている一方

で、想定を超える被害の発生もあり、今後の継

続的な取組の必要性を強く実感しております。

このため、来年度に向けた全国知事会の提言

の中に、資材価格高騰の中でも、これまでの取

組をさらに加速させるための必要かつ十分な予

算の確保という点や、５か年加速化対策の完了

後を見据えつつ、必要な財源の安定的・継続的

な確保の必要性、これらを明記いたしまして、

先日、国への要請活動を実施したところであり

ます。

今後とも、全国の知事と連携し、全国のた

め、宮崎県のために、国土強靱化対策に必要な

財源の継続的な確保に向けて、全力で取り組ん

でまいります。

- 163 -



令和４年11月29日(火)

これは大変大きな力の入れど○坂口博美議員

ころが待っていると思います。ぜひ頑張ってい

ただきたいと思います。

それでは、視点を変えまして、引き続き質問

いたします。

国土強靱化対策の実施により、本県の公共事

業予算は大幅に増えているにもかかわらず、担

い手となる建設業従事者は減少しております。

その要因は幾つかあろうとは思いますが、建

設業や公共事業の果たす役割の重要性や建設業

自体の魅力もさほど感じられなくなっているの

ではと考えます。

防災・減災対策を進める上で、建設業の担い

手の確保は喫緊の課題であります。建設産業に

おける担い手確保に向けた取組について、県土

整備部長に伺います。

県では、建設○県土整備部長（西田員敏君）

産業の深刻な担い手不足に対応するため、産業

開発青年隊における技術者の育成や、資格取得

の支援などに取り組むとともに、建設業団体な

どと連携し、小学生から大学生を対象に、建設

産業の魅力を発信する出前講座などを行ってお

ります。

また今年度から、県建設業協会に担い手コー

ディネーターを設置し、教育機関との連携強化

などにより、建設企業の採用力向上への取組を

支援するとともに、建設産業の魅力や企業情報

などを若者向けに発信するため、携帯端末向け

のポータルサイトの構築を進めております。

加えて、建設産業の魅力を高めるため、県発

注工事における週休２日工事やＩＣＴ活用工事

のさらなる工種拡大など、働き方改革や生産性

向上に向けた施策をより一層進めながら、しっ

かりと担い手の確保に取り組んでまいります。

土木とか建築、荒っぽい仕事○坂口博美議員

に見えるけど、物すごく緻密で精度を求められ

る仕事です。だから、特に若い人たちは、今の

最先端のあらゆる技術を取得していく、そうい

う場を与えられると、そこにぐんと入り込んで

いくのかなという気もいたしておりますので、

ぜひ今の答弁のように、育成を頑張っていただ

きたいと思います。

そしてまた、公務員の担い手についてであり

ますが、これは、さきの９月議会でも数名の議

員が取り上げられました。現在、発注側の県の

土木技術職員の採用が大変厳しい状況にあるこ

とから、数年先には、発注量や事務量に見合っ

た技術職員が確保できなくなり、県が担う業務

の在り方も見直す必要があるのではないかとの

懸念があります。

公務員の魅力を高めるためには、職場環境の

改善を含めた働き方改革が大変重要と考えま

す。県土整備部における働き方改革に向けた取

組について、お伺いいたします。

御指摘のとお○県土整備部長（西田員敏君）

り、業務の削減・効率化に向けた働き方改革を

進めていくことは大変重要であると考えており

ます。

このため、私が自ら全ての出先機関へ出向

き、若手職員を対象とした意見交換を行い、そ

の意見を踏まえ、ウェブ会議の積極的導入をは

じめ、災害待機時の応援態勢や執務環境の見直

しなどを行ったところであり、このほか総合評

価落札方式における入札手続の電子化や、現場

確認をビデオ通話で行う遠隔臨場、庁内で使用

する書類の統一化・システム化などにも取り組

んでいるところであります。

また、来年度からは、より効率的に積算業務

が行えるよう、ガイダンス機能が充実した新た

な積算システムを導入するなど、デジタル技術
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を活用した、さらなる働き方改革を進め、魅力

ある職場づくりに努めてまいります。

やはり、直接出向いて行かれ○坂口博美議員

て、様々な悩みなり、あるいは夢なりを聞いて

あげられるということ、これが大きいのかなと

思います。引き続き御努力方、お願いいたして

おきます。

そしてまた、建設産業における担い手不足に

ついてでありますが、私は、主たる理由の一つ

に、これから先も国家的に必要な基幹産業とし

て事業を継続できるという、将来に向けての安

心感の欠如があると考えております。

企業が将来の経営計画を立てる上で、「どれ

だけ稼いでいけるか」という観点は絶対に必要

でありますが、公共事業を受注する建設産業に

おいては、公共事業の量が不透明なままでは、

そのような将来計画を見通せません。

このため、建設産業が、中長期的な見通しの

下で安定的な経営ができるような予算確保の担

保が必要であると思います。すなわち、建設業

をなりわいとすること、あるいは職とすること

への将来の不安の排除こそ、最低限の不可欠条

件であると考えております。

その意味からも、私は、今回の国土強靱化５

か年加速化対策で終わるのではなくて、最低で

も10年くらいの長期計画が繰り返し策定される

などの見通しがなければ、建設産業における将

来への不安は払拭されないと考えます。

本県は、他県に比べ災害リスクが高く、イン

フラ整備も遅れており、やるべきことはまだま

だこれからであり、強靱化への取組は継続的か

つ安定的に進めていかねばなりません。

知事は国土強靱化に関して、「ナショナル・

レジリエンス懇談会」の委員であると伺いま

す。持続的な建設産業を実現し、国土強靱化を

継続的かつ安定的に進めていくためには、中長

期的な予算の確保が必要と考えます。本懇談会

における発言状況を含めて、今後の国土強靱化

予算についての知事の考えを伺います。

地域の建設業者におか○知事（河野俊嗣君）

れましては、台風第14号の通過直後から、昼夜

を問わず応急工事を行っていただいているとこ

ろでありますし、先日の鳥インフルエンザの初

動防疫においても大きな役割を果たしていただ

いておりまして、地域の守り手として、なくて

はならない存在であることを改めて認識してい

るところであります。

災害リスクの高い本県にとりまして、着実に

国土強靱化を進めていくためには、必要な予算

を中長期的に確保することが重要でありまし

て、このことが、建設産業の安定した経営環境

の整備につながるものと考えております。

このため、国土強靱化の次期基本計画の策定

に向けまして、大学や経済界などの有識者によ

り議論を行う「ナショナル・レジリエンス懇談

会」に、私は地方自治体の代表委員として参画

しているところでありまして、先日開催された

懇談会におきまして、今年９月の台風第14号の

被害について説明し、これまでの対策で一定の

効果があったものの、本県の強靱化はいまだ道

半ばであり、国土強靱化の取組は中長期的かつ

明確な見通しの下、継続的・安定的に取組を進

めていくことが重要であると、国に強く訴えた

ところであります。

今後とも、私に与えられたこうした立場を最

大限に生かしながら、国土強靱化予算の必要性

を国に訴え、県民の命と暮らしを守るため、私

が先頭に立って、必要な予算の確保に全力で取

り組んでまいります。

「ナショナル・レジリエンス○坂口博美議員
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懇談会」というのは、他の全国知事会の、例え

ば、先ほどの常任委員長とかのように、提言、

提案、要望という立場から物申すんじゃなく

て、意思決定の中に参画されておるわけですか

ら、ぜひまた違った角度からの御苦労という

か、汗を流していただければと思います。

そして、永山副知事にも、ぜひこの状況とい

うのは知っていただいて、また今後、いろんな

形でサポートいただければなと思っておりま

す。

それから、知事、「ナショナル・レジリエン

ス懇談会」というよりも、むしろ「防災・減災

懇談会」とすれば本当に分かりやすいと思うん

です。これは何かなと思って。存在が物すごく

遠いですよね。これは私の個人的な考えです

が、ぜひそこらも頭に置いていただければと思

います。

そして、知事に一言申し上げたいんですが、

先ほど私は、植村直己さんの言葉を紹介させて

いただきました。「最初は進むよりも引き返す

ことばかり考えているが、ある一定のところま

で行くと、もう前に進むことしか頭にはない」

という言葉を残しておられました。

知事は既に、県民を伴って、新たな生活へと

進行を始められたわけであります。つまり、も

う引き返さない、そういうところまで来ている

のであります。前に進むしかない。未知なる世

界への前進でもありますが、４期目への意思を

示されたわけであります。「間違いなく私は、

県民のためのよりよい生活様式を構築するん

だ」との信念を持って、その方向性を、そして

ビジョンをしっかりと示し、前に進んでほしい

と考えます。

知事の決断力と合わせて、極めて優秀な頭脳

集団であり、かつ使命感に満ちた県職員の皆さ

んの汗と力。知事と県職員の皆様が一体となっ

て県民に奉仕する。それであるなら、我々の行

く先には必ず、よい暮らしが待っていると思い

ます。

ところで私は、河野知事は本当に幸せな人だ

なと思っております。地元の人間じゃないなど

と、何かにつけて耳にしないわけでもありませ

ん。しかしながら、知事に就任されてはや12年

がたち、いよいよ４期目を目指そうとされてお

ります。歯にきぬ着せずに申し上げるなら、並

の人間だと、４期目ともなると、俺は優秀なん

だと、ついつい自分が自分のみの力で育ってき

たやに勘違いをしてしまうのも、また人の常で

あります。

知事に申し上げますが、いかにあっても知事

には、「私は恵まれている。私を育ててくれて

いるのは宮崎県民の皆様であり、県庁の職員で

あり、そしてまた、議会の議員たちなんだ。私

自身の力で育ってきたのではないんだ」と、そ

う信じて、そのような姿で宮崎の新しい暮らし

づくりに汗してほしいことを申し上げ、一般質

問を終わります。（拍手）

次は、日高博之議員。○二見康之副議長

〔登壇〕（拍手） 自民党の日○日高博之議員

高博之でございます。坂口先生の鋭い質問の後

で荷が重いのでございますが、ルールですの

で、通告に従い質問をいたします。

本年６月定例会で、私が一般質問で知事に

リーダーシップについて質問した際に、知事は

「司馬遼太郎の小説「項羽と劉邦」が大好き

で、自分は項羽ではなく劉邦でありたい。大事

なことは、多くの皆様の力を結集して目標を達

成していくこと、そのプロセスや姿勢が非常に

重要だ」という趣旨の答弁をされました。

私の期待したリーダー像とは全く違うもの
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で、正直、戸惑いもありましたが、飾らない、

本心からの言葉だと感じました。また、本県の

強みを市町村や関係団体との連携と評価し、

「小さいながらも、しなやかな強さを備えた

県」とされる発言も耳にしたところでございま

す。

私はこうした言葉に、河野知事の政治姿勢、

リーダーシップに関する考え方がよく表れてい

ると感じているのであります。と同時に、日々

予測不能な事態が起こる今の時代には、強烈な

個性を持ったカリスマ、スーパースターより

も、「他者の力を生かし、その力をまとめてい

くことができる人」が求められているのではな

いかと考えるようになりました。

そして私は、挫折が似合わないヒマワリのよ

うな知事と、何回も踏んで踏みつぶされて、は

い上がってくる私みたいな月見草とは人生観が

頭から違うというふうに勝手に思っていました

が、これまでのやり取りを見ますと、私は人生

の先輩である河野知事に、改めて52歳にして自

分の生き方や人生観をじっくり見詰め直すこと

ができました。本当にありがとうございます。

知事は、今議会初日の提案理由説明におい

て、自ら「県民との絆を大切にしながら、着実

に実績を積み重ねてきた」と述べておられま

す。また、施策分野間の絆をより強くすること

で、県内経済循環の強化や中山間地域の人材確

保にも効果があるのではないかと考えます。

知事に、県民との絆を生かしたこれまでの成

果とこれからの施策展開についてお伺いいたし

ます。

以下の質問は、質問者席から行います。（拍

手）〔降壇〕

〔登壇〕 お答えしま○知事（河野俊嗣君）

す。

私は「対話と協働」を掲げて県政運営に取り

組んでおりまして、県民の皆様や関係団体との

絆を生かして取り組んだ県政の最重要課題の一

つとして思い浮かぶのは、新型コロナへの対応

であります。

感染が拡大する局面におきましては、県民生

活や地域経済の多大な影響を考えると、まさに

苦渋の決断ではありましたが、様々な専門家、

また県民の声に耳を傾けながら、県民の命と暮

らしを守るため、厳しい行動要請など必要な対

策を迅速に実行してまいりました。

一方で、感染が落ち着いた局面では、県とし

ても事業継続のための資金繰り支援や雇用の維

持、市町村と連携した消費喚起など、できる限

りの経済対策を機動的に実行することで、難局

を乗り越えてまいりました。こうした対策の構

築や実施に当たりましても、事業者の皆様、医

療関係者など様々な立場の皆様の御理解と御協

力があったものと受け止めております。

また、強く記憶に残っておりますのは、口蹄

疫からの再生・復興であります。非常に難し

い、厳しい局面を生産者や農業団体などの皆様

と一体となって乗り越え、そしてさらに、さき

の全国和牛能力共進会で４大会連続の日本一に

輝くことができたことは、関係者の皆様が積み

上げてきたそれぞれの努力のたまものであると

同時に、共通のゴールに向かって全員が共に汗

を流し、力を合わせてきた固い団結力の結果で

あると考えております。

昨今のコロナ禍や原油・物価高騰などによ

り、当面は先行き不透明で厳しい状況が続くも

のと思われますが、県民の皆様や関係団体など

多くの皆様との絆を大切にしながら、迅速かつ

柔軟に、また力強く施策を展開することで、確

実に宮崎再生を図り、夢と希望あふれる明るい
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未来を切り開いてまいります。以上でありま

す。〔降壇〕

今年の日本シリーズは、オ○日高博之議員

リックスが優勝で幕を閉じたわけであります。

中嶋監督は、終始笑顔で、「選手が頑張ったか

ら」と繰り返しておられました。控え目な性格

なんです。髙津監督も控え目な性格。森保ジャ

パンの森保監督も控え目な監督で、人の力を引

き出す天才ではないか、そういう指導者じゃな

いかなと思っております。あんまり大きな声

じゃ言えないんですけど、監督が目立ち過ぎる

と、なかなか成績がというのもありまして…

…、これ以上、議事録には残したくないんでで

すね。

シリーズを見て感じたのは、特に球が速い

ピッチャーが次々と出てくることですね。多く

の投手が160キロにも達するような、フォーク

も150キロを超えておりました。本県の山本投手

もおり、また比嘉投手とか山崎投手も、皆出て

くる投手がすごいんですけど、高校時代そんな

に活躍した選手ではないんですよね。今回のシ

リーズで分かったように、もうパリーグでは160

キロじゃないと通用しない。セリーグは150キロ

ぐらいで通用するんですね。だから、村上選手

がなかなか対応できなかったというのは、パ

リーグのレベルの高さなんですよね。ホークス

に勝って、ここまでオリックスが上がってくる

んですから、やっぱりオリックスの強さはすご

いなと思っております。

話がちょっとそれるんですけど、なぜ、オ

リックスにこんなに球の速いピッチャーがそ

ろったのか。それは、やはりひとえに速い球を

投げるという「強み」を秘める選手を発掘す

る、探し出す。欠点の修正を行いつつ、それを

補って余りある「強み」を伸ばすことに力を注

力したからだと、私は考えております。

このことは、子育てや人材育成はもとより、

県勢発展の方策にも通じるものがあるのではな

いかと私は考えますが、知事にこの２つの強み

を伸ばす方策についてお伺いいたします。

宮崎県の強み、様々ご○知事（河野俊嗣君）

ざいますが、例えば、宮崎牛やマンゴーなどの

食、日本屈指のスポーツ環境、豊かな自然環境

や神話等、こうした多彩な魅力、資源が本県の

強みであると考えております。

特に、食につきましては、世界的な人口増加

や国際情勢の変化等の影響によりまして、世界

規模での食料安全保障問題が危惧される中、全

国有数の食料供給基地としての本県の役割は、

ますます重要になるものと考えております。

本県の農林水産業について、担い手の確保や

生産基盤の強化を進めるとともに、フードビジ

ネスの振興や、生産・流通・販売の強化などに

より付加価値や競争力を高めるなど、その成長

産業化を図ってまいります。

また、スポーツにつきまして、本県ではこれ

まで、県を挙げてキャンプ・合宿等の誘致に取

り組み、その結果、ラグビーワールドカップや

東京オリパラの事前合宿、侍ジャパン合宿など

の受入れを実現し、本県経済の活性化にもつな

げてきたところであります。

今後も、これまで培ってきたノウハウに加

え、屋外型トレーニングセンター、国スポ・障

スポ関連施設を整備、活用していく中で、国際

水準のスポーツの聖地宮崎として、さらなる飛

躍を目指してまいります。

さらには、Ｇ７宮崎農業大臣会合、宮崎県人

会世界大会等の好機を捉え、本県の多彩な魅力

を国内外に発信してブランド力を高め、インバ

ウンドを含む観光振興やグローバル戦略の展開

- 168 -



令和４年11月29日(火)

につなげてまいります。

ありがとうございます。○日高博之議員

次に、私は日向市のスポーツ少年団の本部長

とか幼稚園ＰＴＡ連合会の会長もしておる関係

で、今、保護者や子供たちと、日頃から意見交

換をする機会が相当あるんですよ。

そういった中で、特に今出てきているのが、

「宮崎のシンボルキャラクターである「みやざ

き犬」はなくなるのか」という質問が相当多方

面から上がってきております。私の娘も「みや

ざき犬」のファンで、「「みやざき犬」がなく

なったら、もうパパとは話はしない」とか、そ

ういうところまで言われておるぐらいで、何で

かなと思ったら、発信力のある、今回の知事選

のある候補者が「みやざき犬」の見直しを検討

しているという発言をしているから、そういう

話があったんだなということで、後で気づきま

した。

「みやざき犬」は宮崎を代表するゆるキャラ

で、子供たちから愛され、知名度も年々上がっ

てきております。私は、宮崎のＰＲキャラク

ターとしてなくてはならない存在だと強く感じ

ますが、「みやざき犬」に対する知事の思いを

お伺いいたします。

「みやざき犬」は、私○知事（河野俊嗣君）

が初めて知事に就任した年、2011年に県のシン

ボルキャラクターに決定して以降、県民の皆様

に県の様々な施策を親しみやすく、かつ分かり

やすくお伝えするほか、県外へ向けましては、

宮崎牛やシイタケ、神楽などの宮崎の魅力を、

一目で分かるかぶり物で発信するなどの広報活

動を、10年以上にわたって担ってきたところで

あります。

この「みやざき犬」の強みは、ほかのゆる

キャラにはない個性的な３匹のユニットである

ということとか、愛きょうのある見た目やしぐ

さと、それとはギャップのある切れのよいダン

スなどで注目を集められることであります。

私はこれまで様々なイベントで、その様子と

来場者の反応を見て、「みやざき犬」の発信力

の高さと、子供から大人まで多くの人に愛さ

れ、人気が定着していることを実感しておりま

す。様々なイベントで、私が挨拶をしているの

に、「みやざき犬」が出てくれば、そっちに注

目がいってしまうといったところも感じており

ます。

さらには、その動きやかぶり物といった見た

目のみで表現が可能でありまして、万国共通で

人の心をつかむものと考えておりますことか

ら、今後さらに、海外での活躍というものも大

いに期待をしているところであります。

国内外に向けて、本県の魅力を広く効果的に

伝えるキャラクターとして活躍できると確信を

しておりまして、その認知度はますます高まっ

ていくものと期待しておりますので、これまで

以上に積極的に活用し、宮崎の魅力をしっかり

と発信してまいりたいと考えております。

ですから知事、これまで知事○日高博之議員

が直接「みやざき犬」のＰＲをするというのが

薄かったように思うんです。これからどんどん

やっていくということなので、お願いいたしま

す。「みやざき犬」をなくさないためにも、ぜ

ひとも知事に、勝ち抜いて、引き続き県政を

担っていただくことを願っております。

次に、県内産業のデジタル化の推進について

お伺いいたします。

県内産業のデジタル化を推進するために、そ

れを担うＩＴ技術者が必要ですが、世界全体で

デジタル化・ＤＸ化が進む中、その人材不足が

顕著になっております。
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２月のデジタル田園都市国家構想実現会議に

おいて公表された資料によりますと、平成27年

国勢調査のデータでは、全国のＩＴ技術者約100

万人のうち、６割弱の約58万人が東京、千葉、

神奈川、埼玉のいわゆる東京圏に集中してお

り、都市部と地方とでは大きな格差がありま

す。ちなみに、同じデータで、宮崎県のＩＴ技

術者数は2,570人ということです。

国としては、このようなデジタル人材の不

足、都市圏への偏在を解決するため、６月に策

定したデジタル田園都市国家構想基本方針にお

いて、2026年末までに230万人のデジタル推進人

材の育成・確保に取り組むとしており、県の情

報化推進計画においても、情報化を担う人材の

育成・確保が柱の一つとなっております。

そこで、県は、デジタル人材の育成・確保の

ため、どのような取組を行っているのか、総合

政策部長にお伺いいたします。

デジタル人材○総合政策部長（松浦直康君）

の育成・確保につきましては、首都圏のＩＣＴ

人材との人的ネットワークの強化や求職者の学

び直し、県内ＩＣＴ企業等への就職支援、ＩＣ

Ｔ企業の誘致などに取り組んでおります。

また、県内産業のデジタル化を推進するため

には、技術者だけではなく、企業の中で、一定

の知識を持ち、デジタル化を進めるための業務

の整理やＩＣＴ企業との折衝などを担う人材も

必要であります。

このため県では、ＡＩ技術の活用事例等を学

ぶためのオンライン講座や、実際の企業現場で

業務のＤＸを進めるための手順等をグループ

ワークで学んでいく連続講座を実施するなど、

様々な取組を進めております。

県内の中小・小規模事業者に○日高博之議員

おいても、デジタル化に取り組まなければなら

ないという機運は少しずつ高まっていると思い

ますが、中小・零細が多い本県事業者は、「ま

ず何から取り組めばよいのか分からない」「デ

ジタル技術を導入するためのＩＴ企業をどのよ

うに探せばよいのか分からない」といった状況

であり、デジタル化の一歩目を踏み出すことが

できていないのではないかと思います。

このようなデジタル化に対する悩みや、いろ

いろな困り事を一つずつ解消していくことが、

事業者のデジタル化を進める上で大事なことで

はないかと考えております。

そこで、中小・零細事業者のデジタル化を推

進するため、事業者の相談窓口が必要であると

考えますが、県の考えを総合政策部長にお伺い

いたします。

民間事業者の○総合政策部長（松浦直康君）

デジタル化を推進することにつきましては、啓

発セミナーや人材育成の講座、デジタル技術の

実装支援のほか、悩みを抱えておられる事業者

の課題を整理し、ＩＣＴ企業とのマッチングな

どを行う伴走支援にも取り組んでいるところで

あります。

その中で、「小規模な事業者でも参考になる

事例が知りたい」、あるいは「デジタル化につ

いてどこに相談すればよいかよく分からな

い」、そういった声を多く伺っており、様々な

悩みを抱える事業者に対し、きめ細かな支援を

届けていくことが課題であると認識しておりま

す。

このため、今年度の取組の内容を精査しなが

ら、今後の支援体制を含め、より効果的な支援

の在り方について検討をしてまいります。

しっかり検討をお願いいたし○日高博之議員

ます。

次に、福祉人材の確保についてお伺いいたし
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ます。

人口減少、少子高齢化待ったなしの中、あら

ゆる分野で人材不足が叫ばれておりますが、特

に福祉分野では、人材確保が大きな課題となっ

ているところであります。

本県でも、福祉分野の担い手確保のため、事

業所と働き手のマッチング、介護の仕事の魅力

を紹介するテレビ番組の放映、介護を学ぶ外国

人留学生に奨学金を支給する介護事業所への支

援等、様々な手法で人材確保に取り組まれてい

ることは承知しております。

コロナ禍にあって、地元志向の追い風から、

高校生の県内就職率は改善傾向が見られてはお

りますが、福祉関連職業の有効求人倍率は全職

種平均と比べ１ポイント以上高い状況にあり、

福祉・介護の現場では人手を必要としていま

す。

本県の将来を担う若い世代の方々にどうやっ

て福祉分野への就職を選択していただくか、就

職先の選択が間近に迫った高校生、あるいは大

学生に、福祉分野の就職をアピールしても遅過

ぎるのではないでしょうか。もっと早く、中学

生のうちから、支援を必要とする方々の日々の

暮らしを支える福祉の仕事の魅力を伝え、福祉

分野に興味・関心を持ってもらうことが重要で

はないかと考えますが、この点に関する県の取

組について、福祉保健部長にお伺いいたしま

す。

議員御指摘○福祉保健部長（重黒木 清君）

のとおり、若い世代に福祉分野を就職先として

選択していただくためには、福祉の仕事につい

て、中学生など早い段階から知っていただく必

要があると考えております。

このため県では、児童生徒向けに福祉の仕事

を紹介するガイドブックを作成し、県内の小・

中・高校に配付するとともに、中学校、高校に

おいて出前講座を行うほか、福祉系高校で介護

を学ぶ生徒が中学生に介護の仕事の魅力を伝え

る交流会を開催しております。

県としましては、少子高齢化が進む中で、将

来にわたって、福祉・介護サービスを継続して

提供するため、引き続き、教育委員会等と連携

し、福祉人材の確保に取り組んでまいります。

次に、幼保小連携・接続につ○日高博之議員

いて伺います。

幼児期は、生涯にわたる人格形成の基礎とな

る時期であり、義務教育やその後の学校教育の

基礎については、この幼児期からしっかりと

培っていく必要があります。このため、小学校

就学前の教育と小学校教育とを円滑に接続して

いくことが重要であります。

しかしながら、現在、幼保小連携・接続への

意識や取組については、市町村間や幼保小間で

差があるという状況ではないかと思います。

国においても、「令和の日本型学校教育」を

目指し、質の高い学びに向けた取組を推進する

こととしており、その中では、幼稚園・保育園

・認定こども園といった施設類型を問わず、幼

児教育の質の向上と小学校教育の円滑な接続を

図ることが重要視されております。

そこで、本県における幼保小連携・接続の取

組状況について、福祉保健部長にお伺いいたし

ます。

子供の成長○福祉保健部長（重黒木 清君）

を切れ目なく支えるためには、幼児教育・保育

施設と小学校がお互いに理解を深めながら、円

滑な連携・接続を図ることが重要であります。

県内の幼保小連携の取組につきましては、交

流はあるものの、接続を見通したカリキュラム

の編成までは至っていないケースが多い状況で
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あります。

このため県では、幼保小連携・接続推進会議

を設置し、研究指定地域における取組や様々な

課題について具体的な協議を行うとともに、研

究成果を県内に広く展開するための、幼児教育

・保育施設や小学校を対象とした研修会を実施

するなど、市町村における連携推進体制の確立

に向けた支援に取り組んでおります。

ありがとうございます。○日高博之議員

続きまして、幼児教育センターについて伺い

ます。

幼児教育に関しては、幼児教育・保育の無償

化など、全ての子供に質の高い教育・保育を適

切に提供するための体制整備が進められてきて

おり、平成29年度には、幼稚園、保育所、認定

こども園の各要領等において、「幼児期の終わ

りまでに育ってほしい10の姿」が明確化、そし

て共通化されております。

こうした幼児教育の指導指針の着実な実施は

もとより、園バスの安全対策や新型コロナ対

策、特別な配慮を要する園児への対応など、幼

児教育現場における課題は多様化しておりま

す。質の高い幼児教育の推進や専門性の高い課

題に的確に対応していくためには、現場をバッ

クアップする体制の充実が不可欠であり、拠点

となる「幼児教育センター」を設置するなど、

体制強化を図る県も増加しております。

本県においても、幼児教育・保育施設の現場

からは、幼児教育センターの設置を求める声が

高まっております。

そこで、本県の幼児教育推進体制の強化を図

るための幼児教育センターの設置について、知

事の考えをお伺いいたします。

幼児期は、生涯にわた○知事（河野俊嗣君）

る人格形成の基礎を培う大切な時期でありまし

て、質の高い幼児教育を全ての子供たちに提供

することは大変重要であると考えております。

御質問にありましたとおり、幼児教育現場に

おきます多様化、専門化する様々な課題に的確

に対応するため、幼児教育の内容の充実や専門

性の向上が求められております。

お尋ねの幼児教育センターにつきましては、

幼児教育の質の向上や幼保小連携・接続の拠点

として位置づけられておりまして、その果たす

役割は大変大きなものがあると考えておりま

す。

現在、関係部局と教育委員会が連携して具体

的な検討を進めておりまして、今年９月には、

幼児教育団体や学校、市町村などの関係者を交

えた検討委員会を設置し、施設職員の研修内容

や訪問指導体制、連携・接続の推進方法など、

センターの機能や体制について協議を行ってい

るところであります。

引き続き、幼児教育センターの設置につい

て、関係機関と連携を図りながら、具体的な検

討を進めてまいります。

学校や教育委員会と連携し○日高博之議員

て、ぜひやってほしいと思いますので、よろし

くお願いいたします。

次に、半導体不足について伺います。

新型コロナウイルス感染症の影響を受けた県

内事業者を支援するため、県においては、国の

コロナ交付金等を活用しながら、県内企業の

ニーズに応じた補助事業などに取り組まれてい

るところであります。

しかしながら、コロナ禍に加え、原油価格や

物価の高騰等によって、依然として県内事業者

は厳しい状況にあることから、引き続き、必要

な対策を打ち出していくことが必要と考えま

す。
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このような中、半導体不足が幅広い分野に影

響を与えており、例えば自動車など、これまで

ならすぐに買えていたものが、手元に届くまで

数か月以上を要する状況となっております。

通常、県が実施する補助事業は、年度内に事

業を完了する必要がありますが、このような半

導体不足の影響により、期限内に納品されるめ

どが立たず、必要な支援を受けられなかった事

例もあると聞いております。

そこで、環境森林部長と商工観光労働部長

に、県が国の交付金を財源として行う事業者支

援において、半導体不足により年度内に事業が

完了できなかった等の影響が出ている事例はな

いのか、お伺いいたします。

環境森林部に○環境森林部長（河野譲二君）

おきましては、今年度６月補正において構築し

ました、太陽光発電設備の導入などを支援する

補助事業について、国の新型コロナウイルス感

染症対応地方創生臨時交付金を財源としてお

り、当該交付金は翌年度への予算繰越しが認め

られていないことから、年度内の事業完了を補

助要件としております。

このような中、事業者から、補助金交付申請

に係る事前相談において、太陽光パネルで発電

した電気の制御装置の一部が、半導体不足の影

響により入手困難であり、年度内の設置完了が

難しいとの声が複数寄せられ、事業者が補助申

請を見送ったという事例がございました。

商工観光○商工観光労働部長（横山浩文君）

労働部におきましては、昨年度、国の新型コロ

ナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金を財

源とした事業として、コロナ禍における県内中

小企業の新分野・新事業展開への進出を支援す

る「地域中小企業等新事業構築支援事業」を実

施いたしました。

この事業では、年度内の事業完了を補助要件

として、177事業者に交付決定を行いましたが、

そのうち３事業者において、導入を予定した装

置が、半導体不足の影響により年度内での導入

が困難となり、事業を中止しております。

地方創生臨時交付金を活用し○日高博之議員

た事業の中にも、半導体不足の影響により納品

の遅れが生じ、予定の事業期間内に完了しな

かった事例もあるということでありました。

国の交付金事業を活用した事業であっても、

やむを得ない理由によって事業期間内に完了し

ない場合は、一定の手続を行えば繰越しが認め

られることは、私も理解しておりますが、実際

の運用が実態に合っていない感じがしておりま

す。

現在の状況を鑑みますと、半導体不足によっ

て様々なものが入手しにくい状態は、今後も続

くことが予想されます。先ほどの事例のよう

に、半導体不足による納期の遅れということで

あれば、事業者の責めに帰さない正当な繰越し

理由と考えられますので、半導体不足による事

業の遅れについては繰越しを認めることを、あ

らかじめ国に指示していただくなどの工夫もで

きると思います。

臨時交付金を最大限活用するためにも、繰越

要件の緩和等の弾力的な運用を国に求めていく

べきと考えますが、総合政策部長に県の考え方

をお伺いいたします。

地方創生臨時○総合政策部長（松浦直康君）

交付金につきましては、対象事業の拡充など、

地方の意見が制度設計に十分反映されるよう、

これまでも全国知事会と一体となって、国と

様々な協議を重ねてきたところであります。

また、運用に当たっては、地域の実情に応じ

たきめ細かな事業を実施するため、手続の簡素
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化など弾力的な取扱いを国に要望しておりまし

て、繰越し手続に係る提出書類の簡略化など、

一定の対応が行われております。

御質問のとおり、半導体不足をはじめ、様々

な状況の変化が今後も想定されますので、適正

な事業期間を確保し、効果的な施策を展開でき

るよう、繰越し要件の緩和など交付金の弾力的

な運用について、引き続き様々な機会を通じて

国に求めてまいります。

知事はもう直接、国の中枢の○日高博之議員

方にインプットできるポジションにいるわけで

すから、この辺もしっかりお願いしたいと思い

ます。

次に、クロマグロについてであります。

クロマグロは本マグロとも呼ばれ、とてもお

いしく、人気があり、本県でもマグロはえ縄漁

業や定置網漁業で漁獲され、高価で取引されて

おります。

このクロマグロについては、国際的な資源管

理の下、都道府県ごとに漁獲枠が定められてお

りますが、先日、地元の漁師さんから、「クロ

マグロの漁獲枠をもっと増やしてほしい。最近

では枠を使い切って、捕っても放流しなければ

ならないことが多くなってきた」という要望が

ありました。

クロマグロを漁獲する漁業者は、決められた

漁獲枠を守るため、釣れた魚を放流したり、操

業を自粛したりと、日々の資源管理に取り組ま

れているそうです。

そこで、農政水産部長に、本県におけるクロ

マグロの資源管理の状況についてお伺いいたし

ます。

クロマグロの○農政水産部長（久保昌広君）

資源管理については、国際的な管理の下、漁獲

量が厳しく制限されており、日本に割り当てら

れた漁獲枠は、さらに国によって各県に配分さ

れています。

県では、この漁獲枠をより有効に活用するた

め、漁業種類や地域、期間ごとに漁獲量の上限

を定め、漁獲量を常時把握しながら、適切な管

理に努めています。また、枠を超過しそうな場

合には、国からの追加配分や他県からの譲受け

など、必要な漁獲枠の確保に努めております。

国の報告によると、これまでの取組により、

資源は順調に回復してきておりますので、将来

の漁獲枠増加につながるよう、引き続き、国等

と連携しながら、資源管理にしっかりと取り組

んでまいります。

資源が回復しているというこ○日高博之議員

とで、引き続き資源管理に取り組んでいただい

て、将来の本県の漁獲枠が大きく増加すること

を祈っておりますし、漁師さんの努力が報われ

ることを願っております。

引き続き、水産についてお伺いいたします。

国は、水産政策の改革で、水産資源の適切な

管理と水産業の成長産業化を両立させ、漁業者

の所得向上と年齢バランスの取れた漁業就業構

造を確立することを目指すとしております。

本県におきましても、漁業者が安心して経営

を継続するためには、水産資源の回復を図るた

め、資源管理の強化が重要ですが、何より、そ

れと両立した漁業の収益性を高めることが極め

て重要だと思います。

そこで、本県水産業の収益性向上を図る取組

について、知事にお伺いいたします。

本県水産業の持続的な○知事（河野俊嗣君）

維持・発展には、資源の適切な管理と漁業の収

益性向上の両立が極めて重要だと考えておりま

す。

このため県では、国の事業を活用して、高性
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能漁船などの導入によりまして生産性の向上を

図るとともに、浮魚礁の整備や海洋レーダーに

よる海況情報の提供により、操業の低コスト化

に取り組んでいるところであります。

また来月、新たに竣工します県漁業調査船

「みやざき丸」は、最新の調査機器によりまし

て、資源や漁場の探索機能が強化されており、

操業のさらなる効率化に大きく貢献するものと

考えております。

こうした取組により、本県水産業の競争力を

高め、漁業者が安心して経営できるよう、本県

水産業の発展に努めてまいります。

宮崎牛だけではなくて、マグ○日高博之議員

ロのＰＲもよろしくお願いいたします。

次に、親元就農について伺います。

農業の担い手が減少する中で、持続可能な農

業を展開していくためには、担い手の確保・育

成は喫緊の課題ではないかと思います。

本県では、新規就農者の確保・育成に向け、

就農相談から定着まで切れ目のない支援に取り

組まれ、中でも新規参入に対しては、国庫事業

による生活支援を目的とした資金給付などの手

厚い支援が行われているようであります。

一方、親元就農は、親の資産をそのまま引き

継げることや、親から技術指導を受けられる等

のメリットがありますが、近年、減少傾向にあ

ることから、もっと支援していくべきではない

かと考えます。

そこで、親元就農に対する支援について、農

政水産部長にお伺いいたします。

県では、令和○農政水産部長（久保昌広君）

元年度より、国の事業の対象とならない親元就

農者に対して、市町村と連携し、早期の経営安

定に必要な資金を交付しております。

また、国に、親元就農者に対する支援を継続

して要望した結果、経営開始時の機械や施設等

の導入に対し、最大750万円を補助する「経営発

展支援事業」が本年度、創設されたところで

す。現時点で、本県の採択者数は30人で、うち

親元就農者が４人となっております。

県としましては、引き続き、市町村や関係団

体と連携しながら、親元就農者の支援に努めて

まいります。

経営発展支援事業は、親元就○日高博之議員

農はもとより、新規就農の初期投資費用の負担

軽減につながるなど、就農を後押しする有効な

対策と思われますが、今年度の事業活用者が、

先ほど30名ということで、意外に少ない印象を

受けました。

独立自営による新規就農者の確保数が毎年100

人を超えている実績からすると、本事業を活用

したい方々はもっといるのではないかと思わ

れ、事業の活用拡大に向けた対応が必要だと思

います。

そこで、今後、経営発展支援事業をどのよう

に推進していくのか、農政水産部長に再度お伺

いいたします。

本事業は、今○農政水産部長（久保昌広君）

年度、新たに創設されたため、事業の周知期間

が不足したこと等により、議員御指摘のとお

り、本県の新規就農者数に対し、活用が少ない

状況にあると認識しております。

このため県では、今年の５月、国に対して事

業手続の前倒し等を要望するとともに、８月か

ら９月には各地域を巡回し、市町村や関係団体

に、来年度の事業活用に向けて対象者の掘り起

こしなどを依頼したところです。

また、来年度事業につきましては、詳細な情

報が判明次第、農政水産部のホームページ「ひ

なたＭＡＦｉＮ」や市町村の広報紙等による情
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報提供など、様々な機会を捉えて農業者への周

知を図り、活用を推進してまいります。

この事業は750万円という上限○日高博之議員

があるようですが、今の、ハウス等の価格高騰

が続いている状況を踏まえると、投資の規模に

応じた支援の拡充なども必要ではないかと私は

考えております。国へ要望するなど、取組の拡

大に向けた対応をよろしくお願いしたいと思い

ます。

次に、農業の担い手確保に当たりましては、

農業経営者となる担い手のみならず、雇用人材

についても幅広く確保していくことが必要であ

り、中でも外国人材の確保、とりわけ本県への

入国が最も多いベトナム国との連携について

は、他の地域や他産業に遅れることなく進めて

いくことが重要であると考えております。

このような中、先月13日に、本県とベトナム

国立農業大学が、人材の確保・育成に向けた連

携合意締結を行った旨の報道があり、期待に胸

を膨らませたところであります。

そこで、ベトナム国立農業大学との連携合意

締結を契機として、農業分野での外国人材確保

対策をどのように進めていくのか、県の考えを

農政水産部長にお伺いいたします。

ベトナム国立○農政水産部長（久保昌広君）

農業大学は、農学、畜産、獣医、食品化学等

の14学部、約３万人の学生を擁するベトナム有

数の大学であります。今回、同大学と初めて人

材確保・育成に関する連携合意を締結したこと

は、今後の本県農業にとって大変意義あるもの

と認識しております。

県としましては、この連携合意を契機とし

て、インターンシップ制度や技能実習制度を活

用した学生等の受入れを円滑に行うため、県内

農業経営体とのマッチング体制の構築等に、関

係団体と連携して取り組むこととしておりま

す。

今後とも、本県、ベトナム双方にメリットの

ある取組として発展していけるよう、同大学と

の連携をより一層深めながら、本県農業の外国

人材の確保対策を進めてまいります。

本取組のほか、Ｇ７農業大臣○日高博之議員

会合の開催を４月に控えるなど、本県農業の魅

力を海外にも発信できる明るい話題が続くこと

になりますので、今後の推進についても、よろ

しくお願いいたします。

次に、10月に行われた全国和牛能力共進会

で、本県は４大会連続内閣総理大臣賞を受賞し

ました。平成22年の口蹄疫からの復興を改めて

示したわけであります。当時、様々な御苦労が

あった中で、移動制限区域内にいた県有種雄牛

「忠富士号」を含む６頭を、家畜改良事業団か

ら西都市尾八重地区に避難させ、県民の財産を

守ったと伺いましたが、その経緯についてお尋

ねいたします。

経緯につきま○農政水産部長（久保昌広君）

して、時系列にお答えいたします。

平成22年５月10日当時、県としては、農林水

産大臣に対し、主力の県有種雄牛６頭を移動制

限区域外へ移動することを認めてほしい旨の要

請を行いました。

翌５月11日から12日にかけ、国の求めに応

じ、移動する種雄牛の清浄性の確認や、移動制

限区域内の畜産関係者からの同意などを完了さ

せ、協議文書を国に提出いたしました。

これを受け、13日に農林水産省から本県に対

して、種雄牛の移動は妥当と判断される旨の回

答を得たことから、種雄牛を西都市に移動させ

たところです。

この移動については、国から○日高博之議員
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のお墨つきをいただいたから、行政判断で移動

させたということで、再度お願いします。

はい。そのと○農政水産部長（久保昌広君）

おりでございます。

分かりました。残念ながら、○日高博之議員

そのときのスーパー中のスーパーである忠富士

号が、その後、殺処分されたと。本当に悲痛

だったと思うんですよね。過去にそのような苦

難がありながら、今回の全共で、おいしさ日本

一を証明するなど、本県の畜産農家のおかげで

あって、底力を感じるとともに、それをしっか

りと支えてこられた、知事を先頭としたオール

宮崎体制のたまものだと思っております。

こうした明るい話題が続くためには、人材の

育成・確保が大変重要でありますので、引き続

き頑張っていただくようお願いいたします。

次に、災害復旧工事における入札の不調・不

落対策についてであります。

今回の台風第14号は、猛烈な風雨により、県

北を中心に、道路、河川護岸の崩壊、土砂崩れ

が発生するなど、本県に甚大な被害をもたらし

たところであります。

そこで、台風第14号による公共土木施設の被

害状況と復旧に向けたスケジュールについて、

県土整備部長にお伺いいたします。

今回の台風○県土整備部長（西田員敏君）

第14号における道路や河川などの公共土木施設

の被害状況は、現時点で県、市町村合わせて、

件数が1,438件、被害額が約403億円となってお

り、その内訳としましては、県が464件の約224

億円、市町村が974件の約179億円であります。

復旧に向けたスケジュールにつきましては、

現在、測量や調査設計を行っており、今月上旬

から２月上旬までに国の災害査定を受け、順

次、復旧工事に着手することとしております。

県と市町村を合わせて1,438件○日高博之議員

と、大変多くの被害箇所があるとの答弁でし

た。

災害査定が終われば、これから災害復旧工事

の発注が急増することと思われます。加えて、

本議会で追加提案された国土強靱化の補正予算

も200億円を超える規模となっており、年明け以

降、かなりの数の工事が発注され、地元の建設

業者が対応できずに、災害復旧工事を中心に入

札の不調・不落が増加するのではないかと危惧

しているところでございます。

そこで、今後、災害復旧工事の発注が急増す

ると思いますが、不調・不落対策にどのように

取り組んでいくのか、県土整備部長にお伺いい

たします。

今回の台風○県土整備部長（西田員敏君）

第14号に伴う災害復旧につきましては、件数が

多くなることに加え、県北地域に集中している

ことから、御指摘のとおり、入札における不調

・不落の発生が懸念されるところです。

このため、現場代理人の常駐義務の緩和や、

工期の余裕期間の設定などの取組を積極的に活

用し、受注者の負担軽減を図ることとしており

ます。

また、被災地域内の建設企業単体のみでは、

施工を十分に担うことができないことが想定さ

れるため、ＪＶ制度の活用を検討しているとこ

ろです。

さらに、今回の災害で被害が多かった市町村

と合同で、建設関係団体と十分な意見交換を行

い、地域の実情の把握に努め、災害復旧工事の

円滑な発注に取り組んでまいります。

ありがとうございます。○日高博之議員

ＪＶ制度の活用、これ重要だと思うんですよ

ね。この辺をしながら、不調・不落対策につい
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て、様々な取組を検討いただきますよう、市町

村ともしっかりと意見交換しながら、対応をお

願いいたしたいと思います。

これから災害復旧工事が本格化していく中

で、県民の皆様の日常を１日でも早く取り戻す

ためには、建設業の力を十分発揮してもらう必

要があります。県としても、しっかり後押しを

していく必要があると考えます。そのような

中、今月２日、宮崎県建設業協会が河野知事に

対して、「台風第14号災害からの復興を図るた

めに必要な社会インフラの早期復旧に向けた緊

急要望」を行ったと伺っております。

要望書を見ますと、道路の寸断による資材価

格上昇への対応や、被災地域で工事が集中する

ことによる建設資材逼迫による負担増への対応

など、早期の復旧・復興に向けて、速やかに取

り組む必要がある内容ではないかと感じたとこ

ろであります。

そこで、台風第14号災害からの早期復旧に向

けて、宮崎県建設業協会が知事に緊急要望を行

いましたが、その辺、どのように取り組んでい

くのか、県土整備部長にお伺いいたします。

台風第14号災○県土整備部長（西田員敏君）

害からの早期復旧に向けて、円滑な工事の執行

を進めるためには、適正な予定価格の設定が大

変重要であります。

このため、緊急要望の内容を踏まえ、早速、

今月から３つの取組を行ったところでありま

す。

まず、国道327号の通行止めにより影響が生じ

ている生コンクリートの価格については、原材

料の輸送費の増加を考慮した単価を設定いたし

ました。

次に、被災地域で主要な建設資材が逼迫する

ことによるコスト増加に適切に対応するため、

実態に応じて設計変更できる運用を定めたとこ

ろです。さらに、建設資材の高騰を受けて行っ

ていた臨時調査を、被災地域等においては継続

して実施することとしております。

今後とも、一日も早い復旧・復興に向けて、

災害復旧工事の円滑な執行に取り組んでまいり

ます。

早急な対応をしていただいた○日高博之議員

ということで、ありがたい限りです。安心いた

しました。引き続き発注者、受注者が一丸と

なって、災害からの復旧・復興に向けて取り組

んでいただくよう、お願いいたします。

次に、盛土規制法についてですが、この法律

は、全国一律の基準で、様々なエリアを隙間な

く規制することから、環境森林部、農政水産

部、県土整備部の公共三部の連携が必要ではな

いかと６月議会で質問したところ、知事より、

「この法律は、組織を横断した対応が必要であ

り、県全体で強く連携し、取り組む」との答弁

をいただきました。

このような中、本県でも、台風第14号では多

くの災害が発生し、盛土の流出も確認されたと

ころでございます。本県においても、盛土規制

法に適切に対応することが大変重要であり、こ

のためには、公共三部をはじめ、県全体でスク

ラムを組んだ体制の下、着実に進めていく必要

があります。

そこで、盛土規制法の施行に向けて、現在、

どのような体制で、どのように検討を行ってい

るのか、県土整備部長にお伺いいたします。

県では、公共○県土整備部長（西田員敏君）

三部に加え、県とともに盛土規制法の許可権者

となる宮崎市や、独自の条例を有する延岡市と

も連携し、ワーキンググループを９月に設置し

たところであります。
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この中で、規制区域の指定に向けたロード

マップの策定や、基礎調査の実施方法、さら

に、盛土情報を住民から幅広く収集する仕組み

づくりや、危険な盛土などが確認された場合の

対応手順などについて検討してきたところで

す。

また、区域指定後に生じる様々な業務への役

割分担のほか、公共工事で発生する残土の受入

先の確保などについても検討することとしてお

ります。

今後とも、国の動向を注視しつつ、このワー

キンググループを活用しながら、盛土規制法に

関連する業務を着実に進めてまいります。

坂口先生からも質問がござい○日高博之議員

ましたが、そういったことで、しっかりと公共

三部の連携を取ってもらいたいと思っておりま

す。

公共三部と関係市がしっかりと連携して、盛

土規制法対策に取り組んでおられるわけであり

ますが、そのような中、今議会で盛土防災総合

推進事業が補正予算で追加提案されており、県

内の盛土調査費8,300万円が計上されたところで

あります。この事業は、盛土対策を進めていく

上で大変重要な事業だと思っております。

そこで、盛土防災総合推進事業における取組

内容について、県土整備部長に再度お伺いいた

します。

今回の補正予○県土整備部長（西田員敏君）

算でお願いしております盛土防災総合推進事業

につきましては、盛土規制法の施行に先駆け、

県と宮崎市が一体となって、規制区域の指定に

必要な土地の利用状況等の調査や、人家等に被

害を及ぼし得る既存盛土の分布状況の把握など

を行うものであります。

また、住民からの通報窓口となる「盛土110

番」を新たに設置し、区域指定前の危険な駆け

込み盛土などを的確に把握するとともに、必要

に応じて行政指導や応急対策を行うこととして

おります。

今後とも、県民の安全安心な暮らしの確保に

向け、公共三部はもとより、県内市町村と連携

し、盛土規制法の実効性を速やかに発揮するこ

とができるよう、しっかりと取り組んでまいり

ます。

基礎調査を速やかに行うとの○日高博之議員

ことや、区域指定までの期間に対応する「盛

土110番」の設置など、適切に対応されるという

ことで、分かりました。この「盛土110番」がば

んばん鳴らないようにお願いいたしたいと思っ

ております。

次に、内水面の水産資源についてです。台風

第14号による内水面漁業への影響と対策につい

て伺います。

本県は、九州の中でもアユ、ヤマメ、ウナギ

など内水面漁業が盛んな県であります。特に

五ヶ瀬川では、今まさにシーズン中であるアユ

やなに多くの観光客が訪れ、また、山間部のヤ

マメ釣りには、福岡、熊本のほか、遠くは東京

からも遊漁者が訪れるほど、本県には人気のあ

る渓流があります。

このような状況の中、本年９月の台風第14号

による大雨により、河川にも大きな影響がもた

らされました。台風の通過がアユの産卵時期と

重なったことで、アユが産卵する石が泥をかぶ

り、産卵する親アユも流され、あるいは滞留し

て痩せ細り、このままでは次年度の天然アユの

遡上が全く期待できない状況にあります。

また、ウナギの寝床であります岩の隙間や、

内水面漁業者が設置したウナギの石倉礁なども

埋まってしまい、ウナギ資源への影響を懸念す
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る声が、内水面漁業者から届いております。

企業局には、日頃から本県内水面漁業振興に

尽力いただいており、令和２年度からは、農政

水産部と共同で、県内河川でのアユの産卵場の

造成やアユ・ヤマメの稚魚放流、外来魚の駆除

にも支援をいただき、多くの内水面の皆様か

ら、井手企業局長に大変感謝の言葉が届いてお

ります。

今シーズンのような自然災害による重大な影

響があった場合には、企業局が水力発電を行っ

ている河川に対し、内水面水産資源の回復のた

めの支援を行うことができないのか、井手企業

局長にお伺いいたします。

川の恵みを受けて○企業局長（井手義哉君）

いる水力発電は、地元の御理解と河川環境への

配慮が大変重要であります。

このため、企業局におきましては、農政水産

部との共同事業により、令和２年度から「みや

ざきの内水面資源回復推進事業」に取り組んで

おります。

加えて、水力発電を行っている河川での企業

局独自の取組といたしまして、内水面漁協や地

元自治体等が、水力発電の理解促進と併せて行

う河川環境保全活動を支援する事業を設けてお

ります。こうした事業を活用していただくこと

で、今回のような状況に対する資源回復にも役

立てられるものと考えております。

今後とも、内水面漁協や地元自治体等をはじ

め、地元の皆様方の御意見をお聞きしながら、

河川環境保全等につきましても、関係機関と連

携し、推進してまいります。

井手企業局長から非常に前向○日高博之議員

きな答弁をいただいて、内水面に関係する皆様

もほっとしているところだと思いますので、よ

ろしくお願いいたします。

続いて、ひなたサンマリンスタジアム宮崎に

ついてであります。

今年10月頃、読売巨人軍の関係者から、私の

ところに「サンマリンスタジアムの芝が傷んで

いるのではないか」との連絡がありました。そ

の後、巨人軍の秋季キャンプは無事に終了した

ところですが、言うまでもなくサンマリンスタ

ジアムは、スポーツランドみやざきを推進する

本県の中核施設であるとともに、巨人軍にとっ

ても重要な施設であることから、本県として

は、今後のために適切な管理が必要ではないか

と考えております。年が明ければ、巨人軍の春

季キャンプや、ＷＢＣ日本代表の宮崎合宿も控

えております。

そこで、ひなたサンマリンスタジアム宮崎の

芝の状況について、教育長にお伺いいたしま

す。

宮崎の温暖な気候○教育長（黒木淳一郎君）

を生かした内外野総天然芝のひなたサンマリン

スタジアム宮崎は、巨人軍のキャンプをはじ

め、プロ野球公式戦などが開催されるスポーツ

ランドみやざきの中核施設であるとともに、県

内で野球に携わる方々にとっても憧れの場所で

あります。

議員の御指摘にもありましたように、今年は

例年よりも害虫の被害が大きく、９月から10月

にかけまして、芝に傷みが出た時期もありまし

たが、各種大会や行事の合間に駆除や肥料散布

を行い、各大会や巨人軍の秋季キャンプの受入

れは円滑に実施できたところであります。

県教育委員会といたしましては、プロスポー

ツ選手、そして県民の皆様が安全かつ快適に利

用できますよう、引き続き関係機関と連携を図

りながら、施設の適切な管理に努めてまいりま

す。
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教育長、答弁ありがとうござ○日高博之議員

います。

これは、芝生の管理というか、県の公園の関

係で、教育委員会と都市計画と、もう一つ何か

あったですよね。よく分からない、オール…

…、商工ですね。縦割り過ぎてよく分からない

んで、何かもうちょっと分かりやすくやっても

らったほうがいいのかなと思います。スポーツ

ランドみやざきが重要だと知事が言っているわ

けですから。その辺もお願いしたいと思います

が、このヨトウムシはガの幼虫ですね。何かき

れいなんですかね。成虫を見たことはないんで

すけど。いつ飛来するか分からないので、この

辺しっかりと管理をお願いしたいと思いますの

で、よろしくお願いします。

最後になりますが、来年２月１日からの巨人

軍の春季キャンプに続き、17日からＷＢＣ日本

代表の宮崎合宿が開始されます。今回は11日間

の長期間で実施され、25日土曜日と26日日曜日

には、同じく宮崎市内でキャンプを実施してい

る福岡ソフトバンクホークスとの壮行試合も開

催されると伺っております。

今回のＷＢＣには、エンゼルスの大谷選手が

参加の意向を表明しており、合宿に参加すれ

ば、2009年のイチロー選手が参加されたとき以

上の盛り上がりが予想されます。

合宿の実施に当たっては、選手、スタッフを

はじめ、多くの観客を迎え入れるための準備を

しっかりと行っていただくとともに、せっかく

のこの機会を、本県のＰＲに生かしてほしいと

考えております。

そこで、知事にお聞きしますが、ＷＢＣ日本

代表の宮崎合宿に向けての知事の意気込みをお

伺いいたします。

来年３月に開催されま○知事（河野俊嗣君）

す第５回ＷＢＣ日本代表の事前合宿につきまし

ては、先般、日程が発表され、過去最長の11日

間を受け入れることとなりました。

本県は、2009年の第２回から４大会連続で合

宿地として選ばれておりまして、これまでの実

績が高く評価されたものと大変うれしく思う一

方で、その役割の大きさに身の引き締まる思い

も感じているところであります。

県としましては、本大会直前の大事な合宿で

ありますことから、宮崎市や関係機関と連携

し、世界一奪還のために、万全の受入れ態勢を

整え、県民挙げて、この合宿を盛り上げてまい

ります。

また、御指摘がありましたように、イチロー

選手が参加した第２回の合宿の際は、延べ約24

万人が来場しております。今回は、それを上回

る可能性もありますことから、経済効果が大変

楽しみなわけでありますが、安全かつ快適に観

戦できるよう、交通対策や感染症対策に万全を

期すことはもとより、この絶好の機会を逃すこ

となく、４大会連続で内閣総理大臣賞を受賞

し、おいしさ日本一となった宮崎牛をはじめと

する本県の食の魅力や、宮崎の自然の美しさな

どをしっかりＰＲしてまいります。

知事の答弁で、４大会連続内○日高博之議員

閣総理大臣賞を受賞した宮崎牛をしっかりＰＲ

するという言葉もいただきました。

これも当局、知事も御存じだと思いますが、

宮崎県には「二刀流」という名前の種牛がいる

ようです。例えば、私個人の提案であります

が、大谷選手が合宿に参加すれば、県産品とし

て宮崎牛を贈呈し、その際に、この「二刀流」

の種牛に触れていただくなどすると、話題性が

非常に高まるのではないかと思っております。

そうなれば、やっぱり海外からの記者も来る
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と思うんですよね。アナハイム、ロサンゼルス

から来たときに、来賓として受け入れて、その

辺はしっかりとやって、エンゼルスタジアムで

ハンバーガー、二刀流ハンバーガーと、将来あ

り得る可能性もあって、宮崎牛が黙っていても

世界に行くんですね。この機会を逃す手はない

ので、そこは知事が先頭に立って、いろんな角

度からアイデアを出し合って、本県のＰＲをお

願いしたいと思います。

以上で私の質問を終わります。ありがとうご

ざいました。（拍手）

以上で午前の質問は終わり○二見康之副議長

ます。

午後は１時再開、休憩いたします。

午前11時54分休憩

午後１時０分再開

休憩前に引き続き会議を開き○中野一則議長

ます。

次は、武田浩一議員。

〔登壇〕（拍手） 自由民主党○武田浩一議員

串間市選出の武田浩一でございます。本日は、

串間から一日がかりで議会傍聴に来ていただき

まして、本当にありがとうございます。感謝い

たします。

「縁ありて、花ひらき、恩ありて、実を結

ぶ」「出会いに感謝」を基本に、私は20年近く

生きてまいりました。今なお悩み多き日々では

ありますが、悩んだとき、行き詰まったときに

は、この基本に返るように心がけています。

最近、思うことがあります。何事をなすにも

一人では何もできないということであります。

国のトップである総理大臣も、県知事も、行政

課題に対応するために基本的な方針を決定し、

その方針に基づき、具体的な施策を進めてまい

ります。いろいろな立ち位置の人がいても多様

な価値観を認め合いながら、多くの関係者や職

員の方々と議論し悩みながら、そして少しでも

多くの方々に理解していただく努力をし、決定

していくものだと思います。

世界では政治・経済が不安定な状態であり、

時代の変革期に来ていると感じています。本県

も多くの課題や困難に直面していますが、少し

でも多くの皆様の御理解を得られるよう努力す

ることで、本県はチーム宮崎で乗り越えていけ

ると確信しております。

さて、来年４月には県議会選挙が行われ、県

議会議員数名の先輩方が勇退を表明されており

ます。出会いと別れは世の常でありますが、県

議会議員のすてきな先輩方と、これまでに出

会った全ての皆様の御恩に感謝しながら、今任

期最後の一般質問に入ります。

まずは、知事の政治姿勢について。

河野知事は「対話と協働」「現場主義」とい

うスタンスで、国や市町村、経済団体と連携体

制を構築しながら、口蹄疫、鳥インフルエンザ

等の危機的状況から本県の復興・成長を進めて

こられました。

現在も新型コロナ対応、原油高・物価高騰等

の対策を打たれながら県政運営に鋭意取り組ん

でいただいておりますが、12月の知事選挙に当

選されますと、県政４期目がスタートします。

次期県政運営は、新型コロナウイルス感染症で

疲弊した本県経済の再生と感染症対策を講じな

がらの、これまで以上に難しい県政運営になる

と推察いたします。

さらに、宮崎県政の課題はこれだけではな

く、少子高齢化、人口減少をはじめ、多くの課

題が山積しています。その課題解決には３期12

年の経験と実績、国との太いパイプ、そして宮
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崎県を「安心と希望あふれる宮崎へ導く」とい

う強い信念と行動力が必要であると考えます。

そこで河野知事に、４期目を見据え、県勢発

展、宮崎再生にどのような考えで取り組んでい

かれるのか、強い意気込みを伺います。

以上、壇上からの質問を終わり、あとは質問

者席から行います。（拍手）〔降壇〕

〔登壇〕 お答えしま○知事（河野俊嗣君）

す。

現在、コロナ禍に加えて、原油・物価高

騰、100年に一度とも言われるこの難局に直面

し、県民の暮らしや経済は大きな影響を受けて

おりますが、県民の皆様から次期県政を負託い

ただけるのであれば、次の４年間を宮崎再生の

期間と位置づけ、県民の力を一つにして、この

難局を克服し、本県を次のステージへと飛躍さ

せるための取組を進めてまいりたいと考えてお

ります。

４期目に向けた私の思いにつきましては、先

日発表いたしました政策提案の中でもお示しし

ておりますが、まずは新型コロナ対策により、

県民の命と健康を守る取組のほか、宮崎再生基

金等を活用して、厳しい状況に置かれている

方々の暮らしや経済活動の回復に積極的に取り

組んでまいります。

次に、本県が持続的に発展していくための土

台づくりとしまして、人口減少対策をはじめ、

医療・福祉の充実や中山間地域対策、防災・減

災対策の強化、高速道路をはじめとする交通・

物流ネットワークの充実などに取り組んでまい

ります。

そして、活力ある未来づくりのため、本県の

基幹産業である農林水産業の成長産業化や中小

企業等の育成・振興、デジタル社会・ゼロカー

ボン社会に向けた取組の加速化、地域産業を支

える人材の育成などに取り組んでまいります。

このほか、宮崎の魅力や価値を国内外に発信

することでブランド力を高め、国際水準のス

ポーツの聖地宮崎としてのさらなる飛躍や、イ

ンバウンドを含む観光振興や移住の促進、グ

ローバル戦略の展開に取り組んでまいります。

このような取組を通し、誰もが安心して暮ら

すことができ、楽しさや幸せを実感できる安心

と希望あふれる宮崎県を実現してまいります。

以上であります。〔降壇〕

次に、地域課題に対する知事○武田浩一議員

の考えを伺います。

11月７日に、県議会自民党会派「地域振興・

産業振興調査会」で、西諸地区意見交換会に出

席してまいりました。２市１町の首長、議長を

はじめ、ＪＡ、商工会議所、商工会、建設業協

会、森林組合等の代表の方々と、予定の２時間

を超え、みっちりと意見交換をしてまいりまし

た。

そこで、西諸地区と県内の条件不利地域の抱

える課題は同じであると痛切に再認識させられ

ました。それは、「医療体制の確保（医師確保

と診療科の偏在）」「県立高校の存続」「人口

減少対策」の大きく３つであります。

本県でも特に人口減少・高齢化の進む地域共

通の、地域課題に向けた知事の思いを伺いま

す。

本県の都市部には、多○知事（河野俊嗣君）

くの企業や商業施設、医療、高等教育機関など

が集積している一方で、特に山間地域では、暮

らしに必要な機能の維持が困難になりつつあ

り、こうした状況は、本県の抱える大きな課題

であると認識しております。

このため、９月に策定しました長期ビジョン

におきましても、市町村や圏域が互いに連携し
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て、必要な機能を補い合うことの重要性を掲げ

ましたほか、現在建設中の国民スポーツ大会に

向けた３つのスポーツ施設につきましても、分

散整備を進めるなど、地域のバランスを考慮し

た施策の推進に努めているところであります。

また、地域課題の解決につながると期待され

ますデジタル技術等の進展が見込まれますこと

から、これらの技術を積極的に活用し、暮らし

を維持できる仕組みや若い世代が活躍できる環

境づくりを進めることも、重要なポイントであ

ると考えております。

今後とも、県内各地域の実情に寄り添いなが

ら、住民の皆様が住み慣れた地域で安心して暮

らせる、そして若者にも選んでもらえるような

地域づくりを進めてまいります。

先日、在京串間会総会に出席○武田浩一議員

してまいりました。そこで串間市民病院院長が

涙ながらに市民病院への支援を訴えられました

し、西諸地区からも医師確保に、特に産婦人科

医と小児科医について切実な要望をいただきま

した。県内各地域の実情に寄り添いながら、住

み慣れた地域で安心して暮らせる地域づくり、

知事、よろしくお願いいたします。

次に、新型コロナウイルス感染症第８波が心

配されておりますが、今後の県勢発展を考える

とき、２つの相反する課題、コロナウイルス対

応と社会経済活動の両立について、知事の考え

を伺います。

新型コロナについて○知事（河野俊嗣君）

は、当初から、感染防止対策と社会経済活動の

バランスをいかに図っていくか、そのように苦

心をしながら取り組んできたところであります

が、発生当初は、爆発的な感染拡大時には、県

民の皆様の命と健康を守ることを最優先としま

して、苦渋の判断ではありましたが、例えば、

飲食店等への営業時間短縮、さらには移動自粛

などの強い行動制限などをお願いしてきたとこ

ろであります。

その後、ワクチンの開発や接種の進展、ウイ

ルスの変容や知見の蓄積も進んできましたこと

から、現在では、基本的な感染対策を継続しな

がらも、社会経済活動の回復へと政策の軸足を

移してきているところであり、９月には宮崎再

生基金も設置しまして、県民生活や事業活動の

下支えに取り組んでいるところであります。

本県も既に第８波の入り口にあり、さらに今

後、人の往来や交流の機会が増える年末年始を

控えておりますことから、改めて、一人一人の

感染対策の徹底や医療・検査体制の維持等に努

めながら、コロナの中でも、できる限り社会経

済活動を継続できるよう、全力で取り組んでま

いります。

次に、総合交通対策につい○武田浩一議員

て。

県では、持続可能な地域交通ネットワーク構

築に取り組んでいますが、私の住む串間市で

は、長く宮交の路線バスが走っていません。正

確には、日南市から串間市市木幸島までの国

道448号を通る１路線が走っています。

このように、県内の市町村で交通格差がある

ように、市町村の地域内でも、買物、通院等、

生活する上で大きな格差が生じています。高齢

で自動車免許を返納したいが、公共交通機関を

含め交通手段がない。そのような交通弱者の

方々に光を当てることが行政の務めであると思

います。

地域住民の移動手段を確保するためには、単

一の市町村で運営されているコミュニティーバ

スをつないだりしながら広域化を図るなど、Ｊ

Ｒ、宮交バス、コミュニティーバス、タク
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シー、助け合いマイカー等、地域にある様々な

交通資源の連携が有効であると考えますが、地

域交通の現状と今後の取組について、総合政策

部長に伺います。

地域住民の移○総合政策部長（松浦直康君）

動手段を確保していくためには、コミュニ

ティーバス等の最適化・効率化を図り、その上

で、広域的な交通機関である鉄道や地域間幹線

バス等と結びつけることが重要であります。

このため県では、コミュニティーバスのデマ

ンド化やタクシーの乗り合い化などに取り組む

市町村を積極的に支援するとともに、来年度策

定予定の地域公共交通計画には、地域間幹線バ

スと鉄道、それとコミュニティーバス等との乗

り継ぎの円滑化を盛り込む予定としておりま

す。

また、御提案の市町村ごとのコミュニティー

バス同士をつなげ広域化を図る取組などにつき

ましても、今後、市町村と研究をしてまいりま

す。

これからますます高齢者が増○武田浩一議員

えてまいります。知事からもありましたよう

に、住み慣れた地域で安心して暮らせる地域づ

くりのためにも、地域の移動手段確保は待った

なしの状況です。よろしくお願いいたします。

次に、国際線再開について。

10月11日から新型コロナウイルスの水際対策

が大幅に緩和され、入国者数の上限が撤廃され

るとともに、多くの外国人観光客が入国し始め

ています。来年３月からは、国際クルーズ船の

寄港も再開される見通しとのことです。

本県では、日隈副知事を団長として、宮崎－

台北線定期便再開の要望協議を目的に台湾を訪

問され、チャイナエアラインに対して早期再開

の要望を行われましたが、その感触と今後の国

際線の予定について、日隈副知事に伺います。

宮崎－台北線につき○副知事（日隈俊郎君）

ましては、令和２年２月より運休していること

から、先般、中野議長や、星原議員を会長とさ

れます日台友好議員連盟の皆様をはじめ、宮崎

市などとともに、台湾のチャイナエアライン本

社を訪問し、他県に先駆けまして、運航再開に

向けての要望活動を行ったところであります。

同社からは、「東京線を除き、日本路線はま

だ利用者が少なく、現時点で地方空港の再開は

難しい」と、厳しいお話があった一方で、宮崎

線については、「チャーター便を検討する」と

いう提案をいただきましたので、まずはチャー

ター便の運航に向けまして、準備を進めてまい

りたいと思います。

また、ソウル線につきましては、今月、２年

８か月ぶりにチャーター便が運航されるととも

に、来年の１月から２月にかけまして、アシア

ナ航空が週２便のプログラムチャーター便を計

画しております。

本県にとりまして国際線は、海外との人や物

の交流を促進する上で欠かすことのできない重

要な交通基盤でありますので、引き続き、航空

会社への要望はもとより、検疫などのＣＩＱ官

署や宮崎空港ビルなど、関係機関と一体となっ

て受入れ体制を整えまして、定期便の早期再開

に向けて積極的に取り組んでまいります。

次に、10月４日に宮崎カー○武田浩一議員

フェリー「ろっこう」が初就航しました。「た

かちほ」と待望の新船２隻体制となり、本県の

農畜産物等を関西へ、また関西から本県への観

光誘客に期待が高まっています。

しかし、３年にも及ぶコロナ禍や世界の情勢

不安等による燃油高騰等、厳しい経営環境では

ないかと推察いたします。
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そこで、宮崎カーフェリーの利用状況と利用

拡大に向けた取組について、総合政策部長に伺

います。

宮崎カーフェ○総合政策部長（松浦直康君）

リーにつきましては、新船効果もありまして、

特に旅客におきましては、10月の輸送実績が前

年の約３倍となりました。

現在、会社におきましては、旅客のさらなる

拡大に向けて、神楽の披露などの船内イベント

や御当地メニューの提供など、船旅ならではの

魅力創出に取り組んでおられます。

また、貨物につきましても、物流展や港湾セ

ミナーの場などを生かしまして、県外の荷主や

物流事業者に対する積極的な営業活動に加え、

県トラック協会と連携した情報発信など、利用

拡大の取組を強化しているところであります。

県におきましても、神戸市との連携協定に基

づくＰＲイベントを開催するなど、様々な取組

を行っているところでありまして、今後とも、

航路の維持・拡充に努めてまいります。

国際線の運航再開も宮崎カー○武田浩一議員

フェリーの利用拡大も、コロナ禍と物価高で疲

弊している本県の再生にとって大変重要であり

ます。宮崎－台北線で、現段階において

「チャーター便を検討する」というお話をいた

だいたことは、まずもって日隈副知事をはじ

め、台湾を訪問された皆様に感謝申し上げま

す。宮崎再生に向け、さらなる努力をお願いい

たします。

次に、東九州自動車道の整備状況について。

いよいよ今年度中に清武南－日南北郷間が開

通予定であり、順調に進んでいると聞いており

ます。先月は、串間市で初となる串間市奈留－

志布志市夏井間の着工式が開催されました。我

が串間市にもやっと高速道路建設のつち音が聞

こえてまいります。道づくり女性の会をはじ

め、南那珂地区住民は、悲願である東九州自動

車道の全線開通が見えてきたと喜んでおりま

す。

しかしながら一方で、南郷－奈留間が唯一の

未事業化区間として残っております。６月定例

会では、永山副知事に熱い答弁をいただきまし

た。今回は、東九州自動車道の未事業化区間の

早期事業化と全線開通に向けた、河野知事の熱

い意気込みを伺います。

東九州自動車道につき○知事（河野俊嗣君）

ましては、先月、油津－南郷間と奈留－夏井間

において着工式を開催するなど、着実に整備が

進んでいるところであります。道づくりを考え

る女性の会の皆さんをはじめ、力強く後押しを

いただきました地域の皆様に、心から敬意を表

し、感謝を申し上げます。

今年度中には、いよいよ清武南－日南北郷間

が開通予定でありまして、日南市から北九州市

までが結ばれることにより、広域観光や地場産

業の振興、南海トラフ地震などの災害時におけ

る人命救助や救援物資の輸送などに大きく寄与

することが期待されます。串間市から宮崎市に

来られるときも、一日がかりにはならないので

はないかと考えております。

一方で、南郷－奈留間が唯一の未事業化区間

として残されておりまして、事業中区間の事業

促進はもとより、南郷－奈留間の早期事業化が

大変重要であると考えております。

このため、あらゆる機会を捉えて、国に対し

て、本県における高速道路の必要性や重要性を

強く訴えているところでありまして、10月に

は、東九州自動車道建設促進協議会の会長とい

う立場で、東京で中央大会と提言活動を行いま

して、全線開通に向けた地域の熱意を国へ届け
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てきたところであります。

引き続き、県議会の皆様をはじめ、沿線自治

体や関係団体、地域の皆様と一体となって、私

が先頭に立って、早期事業化に向けて全力で取

り組んでまいります。

知事就任後12年、東九州自動○武田浩一議員

車道、九州中央自動車道、都城志布志道路と、

県内の交通インフラ整備は着実に進んでまいり

ました。この流れを前へ前へとさらに進め、一

日も早い南郷－奈留間の事業化と全線開通へ向

け、沿線自治体や関係者、地域の皆様の先頭に

立って全力で取り組んでいただくよう、お願い

いたします。

次に、近年、巨大地震や気候変動に伴う集中

豪雨等の大規模な自然災害が頻発化・激甚化し

ております。

本県でも９月の台風第14号に伴う記録的な豪

雨により、県内各地で土砂災害や浸水被害が発

生し、３名の貴い命を奪い、道路、鉄道、電

力、水道、通信等のライフラインのほか、地域

経済を支える商工・観光業、農林水産業等の広

範囲な分野において甚大な被害を及ぼしたとこ

ろであります。

串間市ではこれまで、市木・本城地域で毎年

のように河川が氾濫し、家屋の浸水や多くの農

地が浸水する被害に見舞われてまいりました。

今回は、河川改修や河道掘削の実施効果もあ

り、県北のような甚大な災害はありませんでし

た。

このように、防災・減災、国土強靱化対策の

効果は確実に上がっていると確信しています

が、午前中、坂口議員からもありましたよう

に、本県の現状を踏まえますと、防災・減災、

国土強靱化のための５か年加速化対策後も、予

算・財源を継続して確保していく必要がありま

す。どのように考えているのか、県土整備部長

に伺います。

国土強靱化に○県土整備部長（西田員敏君）

つきましては、高速道路のミッシングリンク解

消や流域治水対策、インフラ老朽化対策などを

中心に、本県におきましても、様々な取組を進

めております。

議員のお話にもありましたように、例えば、

串間市の市木川では、平成24年の６月豪雨で13

戸の浸水被害が発生したところでありますが、

その後の河川改修に加え、強靱化予算を活用し

た河道掘削の結果、同等規模の降雨でも家屋の

浸水被害は発生しておらず、一定の効果があっ

たものと考えております。

しかしながら、今回の台風第14号は、県内各

地に甚大な被害をもたらしたところであり、県

民の安全・安心な暮らしを守るため、国土強靱

化の取組は、５か年加速化対策後においても継

続的・安定的に進めていくことが大変重要であ

りますので、今後とも、必要な予算の確保に努

め、県土の強靱化にしっかりと取り組んでまい

ります。

次に、国道448号について。○武田浩一議員

平成29年６月の豪雨で被災した箇所は、地域

住民の命の道、生活道路として、また幸島・都

井岬への観光誘客道路として、大変重要なイン

フラであります。

令和３年10月に藤磯平トンネルが開通し、大

変喜ばれております。今回はそこから少し南郷

側の市木、舳地区の道路であります。本年９月

の台風第14号襲来後、道路中央に亀裂が入るな

どの路面変状が確認され、大変心配されていま

す。調査すると聞いておりますが、現状と今後

の方針について、県土整備部長に伺います。

国道448号の舳○県土整備部長（西田員敏君）
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地区につきましては、国の点検要領に基づき、

今年度、海岸側の擁壁やのり面について点検を

行ったところであり、その際、擁壁の一部に段

差などの変状を確認しておりました。

今回、台風第14号通過後のパトロールによ

り、路面の亀裂が新たに確認されたことから、

雨水の侵入を防ぐため、応急的に路面等の補修

を行ったところであります。

現在、亀裂が発生した原因を特定するため、

測量及びボーリングなどの詳細な調査に着手し

ており、その結果を踏まえ、対応について早急

に検討してまいります。

私も先日、国道448号を通って○武田浩一議員

きました。確かに応急的な路面の補修がされて

いましたが、今後の天候次第では不安が残りま

す。一日も早く詳細な調査を実施し、早急な対

策をお願いします。

また、知事より坂口議員への力強い答弁もあ

りましたが、防災・減災、国土強靱化対策の継

続的・安定的な予算確保に努めていただきます

よう、重ねて要望いたします。

次に、現在県では、宮崎県水道広域化推進プ

ランの策定を進めていますが、プランの全体像

と広域化の効果及びそれに伴う課題について、

福祉保健部長に伺います。

水道事業の○福祉保健部長（重黒木 清君）

経営環境は、人口減少に伴う収益性低下や、施

設の老朽化等の更新需要の増大などに伴い、厳

しさを増す状況にあります。

宮崎県水道広域化推進プランは、これらの状

況に対応すべく、市町村単位での水道事業の広

域化推進の必要性から、経営基盤の強化を目的

に、県が策定するものであります。

当プランでは、市町村が単独で行う窓口業務

や検針業務等の14項目について、県内を３圏域

に分け、広域的に事務を行う場合の効果をシミ

ュレーションし、その上で、広域化に伴う優先

的に取り組むべき事項やスケジュールをお示し

しております。

広域化の効果としましては、例えば、検針や

警備業務等の一括委託による事務の効率化や費

用削減が考えられます。

一方、課題として、広域化に伴う住民サービ

ス低下への配慮が必要なことや、各市町村ごと

に異なる水質検査や検針業務の仕様の統一等、

一定の調整が必要なことが挙げられます。

水道広域化プランの概要は理○武田浩一議員

解しました。

先日、県北の方からも、水道料金が高いとい

う意見を伺いました。人口減少に伴う収益性の

低下や、施設の老朽化等の更新需要の増大等を

考えると、経営基盤の強化を目的に、県が策定

する必要性は理解できますが、今までもいろい

ろな広域化施策が、効率性や収益性等の下に進

められてまいりました。

しかし、見方を変えますと、合理化だけに頼

る広域化は、地方の弱体化、人口減少に拍車を

かけてきた現実も否めませんし、地域経済に与

える影響も心配です。

そこで、当プランを進めることによる各市町

村の管工事組合等の事業者への影響について、

福祉保健部長に伺います。

当プランに○福祉保健部長（重黒木 清君）

おいて実施する広域化シミュレーションにつき

ましては、窓口業務や検針業務等、水道事業の

運営に係る部分の広域化を目指して実施するも

のであり、水道管の布設等のハード整備に関す

る部分については、当プランの対象外としてお

ります。

このため、水道の管路工事につきましては、
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従来どおり各市町村単位で発注することから、

工事に係る地元事業者への影響はないものと考

えられます。

次に、地域住民に与える影響○武田浩一議員

について。

県内の山間部や農漁村等には様々な形態の飲

料水供給施設があると認識しておりますが、県

内の簡易水道及び飲料水供給施設の現状と、当

プランにおける位置づけ及びそれらの施設に対

する今後の県の対応について、福祉保健部長に

伺います。

県内の水道○福祉保健部長（重黒木 清君）

事業のうち、給水人口が101人以上5,000人以下

であります簡易水道事業は、令和２年度末時点

で、市町村営が59か所、地元住民が管理する民

営が16か所となっております。

また、給水人口が100人以下となる井戸水や湧

水等を利用した、いわゆる飲料水供給施設は、

県が把握しているものが、令和２年度末時点

で196か所となっております。

当プランでは、上水道のほか、市町村営の簡

易水道を広域化シミュレーションの対象として

おりまして、民営の簡易水道及び飲料水供給施

設は対象としておりません。

対象としていない民営の簡易水道につきまし

ては、今後も水道法に基づき、必要な指導を行

い、また飲料水供給施設に対しては、適切な衛

生管理が行えるよう、地域の実情を踏まえた助

言・指導を続けていくことで、安全な水の確保

に努めてまいります。

住民生活にとって一番なくて○武田浩一議員

はならない水であります。もちろん、効率性や

収益性に留意すべきではありますが、その地域

で暮らす住民生活や地域経済に与える影響に配

慮しながら当プランを策定していただきますよ

う、要望いたします。

次に、我が国の食料自給率について。

20～30年前、世界の人口は50億人でした。先

日、国連より世界人口が80億人に達したと発表

されました。70億人達成から11年であります。

国連によると、90億人に達するには今後15

年、100億人を超えるのは2080年以降になると予

想されているようであります。

今後、増加傾向はペースが落ちていくとはい

え、世界の人口増加は、限られた地球の資源の

中、水資源と食料不足が危惧されております。

諸外国の食料自給率（カロリーベース）で見

ると、2019年数値で、アメリカ121％、カナ

ダ233％、ドイツ84％、スペイン82％、フラン

ス131％、イタリア58％、オランダ61％、ス

ウェーデン81％、イギリス70％、スイス50％、

オーストラリア169％、韓国35％、日本38％であ

ります。世界的な人口増加の現状、不安定な国

際情勢から見ても、我が国の食料安全保障の現

状は危機的状況であると言えます。

そのような中、我が国の食料自給率の向上に

向け、県としてどのように貢献していくのか、

河野知事に伺います。

海外に食料供給の多く○知事（河野俊嗣君）

を依存する我が国の食料自給率は、令和３年度

のカロリーベースで、今、御指摘がありました

ような38％と、諸外国と比べて低く、世界的な

人口増加による食料需要の増大に加えて、ウク

ライナ情勢等の影響によりまして、食料安全保

障への危機感が高まっていると認識しておりま

す。

このような中、農業を基幹産業とし、全国第

６位の農業産出額を誇る本県は、生産力の維持

・強化に取り組み、食料自給率の向上に寄与し

ていく必要があります。
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このため、農地の集約による大規模化や、ス

マート技術の活用等を通じた農業生産の強化に

加え、飼料用米の生産拡大等による飼料の国産

化や、堆肥の有効活用による化学肥料の削減な

ど、海外資源に依存した農業からの転換を進め

ているところであります。

これらの取組をさらに進めて、食料供給基地

としての本県の役割を果たすとともに、我が国

の食料自給率の向上にもしっかりと貢献してま

いります。

日本の食料自給率は、1961年○武田浩一議員

（昭和36年）の78％からほぼ毎年のように減り

続け、2021年（令和３年）で38％と、危機的状

況であります。

知事の言われるように、海外資源に依存した

農業からの転換を進め、日本の食料基地として

の本県の役割を果たしていただきますよう、お

願いいたします。

次に、10月６日から10日に第12回全国和牛能

力共進会が行われました。本県は史上初の４大

会連続内閣総理大臣賞受賞、特に、和牛肉の新

しい価値観として「おいしさ」に着目し、これ

までの肉量・肉質の評価に加え、牛肉のおいし

さに関連する「脂肪の質」を評価する肉牛の部

・第７区において、優等賞首席内閣総理大臣賞

を受賞し、「おいしさ日本一宮崎牛」の称号を

いただきました。畜産農家をはじめ関係者の皆

様の御努力と御尽力に、改めて敬意を表するも

のであります。

本県の農畜水産物は海外でも高い評価を受

け、さらなる海外輸出が期待されております

が、国内だけではなく海外においても、日本の

農畜水産物ブランドの産地間競争の激化が予想

されます。今後の本県農畜水産物の輸出の取組

について、知事に伺います。

本県農畜水産物の魅○知事（河野俊嗣君）

力、またその潜在能力の高さということを考

え、人口爆発を背景とした世界市場の拡大とい

うことを踏まえますと、輸出はさらに伸ばす余

地があり、そして進めていく必要があるものと

考えております。

現在、この農畜水産物は10年連続で右肩上が

りで輸出が伸びている。このコロナ禍にあって

も伸びているところであります。

国も、オールジャパンの体制で日本産品を売

り込んでおり、県も協調して取り組んでいると

ころであります。国・地域、品目によっては、

他国や国内産地との競合も生じているところで

あります。

このようなことから、宮崎ならではの品目と

いうものをしっかりとアピールし、輸出拡大に

つなげていくことが重要と考えております。例

えば、先般の全共で４連覇を成し遂げた宮崎牛

は、おいしさ日本一、言わば、おいしさ世界一

なわけでありまして、海外でも通じる分かりや

すいセールスポイントを前面に押し出した販売

拡大に取り組んでまいります。

県としましては、引き続き、関係機関と連携

しながら、宮崎牛をはじめ、スイートピーやキ

ンカン、カンショ、ブリなど特徴ある品目の強

みを生かした販売・ＰＲの取組を支援し、海外

での競争力アップと、さらなる輸出拡大に努め

てまいります。

食料安全保障、食料自給率向○武田浩一議員

上、本県農家経営の安定の点からも、先ほどの

知事の答弁にありましたように、飼料・肥料の

国産化も必要と考えますが、県としてどのよう

に取り組んでいくのか、農政水産部長に伺いま

す。

国際情勢等が○農政水産部長（久保昌広君）
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不安定な中、地域資源を活用した県産飼料・肥

料の生産を進めることは、農業経営の安定化を

図るためにも、また、我が国の食料自給率向上

のためにも大変重要であります。

このため県では、海外肥料の代替として、県

産の豚ぷん堆肥を原料とした低コスト肥料生産

の支援に取り組んでいるところです。

また、収益性の高い飼料用米の導入や、耕畜

連携による稲わらや堆肥の循環システムの整

備、品目に応じた堆肥の製造への支援等を行っ

ているところです。

今後とも、地域資源を持続可能な形で活用

し、県産飼料・肥料の生産拡大に努めてまいり

ます。

よろしくお願いしておきま○武田浩一議員

す。

農政最後の質問です。農家の皆さんをはじめ

関係者の御尽力により、本年はサツマイモ基腐

病の発生が抑えられているとの話をお聞きしま

すが、今年度導入された抵抗性を有する「べに

まさり」のサツマイモ基腐病の発生状況、収量

及び市場評価並びに来年度のサツマイモ基腐病

対策について、農政水産部長に伺います。

「べにまさ○農政水産部長（久保昌広君）

り」につきましては、今年度、南那珂地域で普

通掘りの約６割に導入され、サツマイモ基腐病

の発生は主要品種の「宮崎紅」と比較しても少

なく、被害はほぼ認められなかったところで

す。

収量は、掘り取り調査結果によりますと、

「宮崎紅」と比較しても多く、また主な出荷先

である関西地域の市場からは、甘くておいしい

という高い評価を得ております。

来年度以降も引き続き、気を緩めることな

く、「持ち込まない」「増やさない」「残さな

い」の３つの対策を徹底するとともに、「べに

まさり」など抵抗性を有する品種の選定・導入

等を進めながら、関係機関・団体と一体となっ

て取り組んでまいります。

本年度、「べにまさり」の導○武田浩一議員

入により、ある程度の効果が認められました。

収量、市場評価も高いということであり、一安

心したところであります。しかし、串間市内の

農家の皆さんとお話をすると、そう簡単にはい

かないというところも感じております。

来年度以降も引き続き、３つの対策を徹底し

ながら、さらなる発生防止対策に取り組んでい

ただき、串間市の食用カンショ産地復活をお願

いいたします。

次に、商工・観光政策について。

３年にも及ぶコロナ禍で疲弊しているところ

に、世界情勢の不安定化や円安等による原油価

格高騰、物価高騰、県内の中小企業は先の見え

ない中、悪戦苦闘しています。

県はこの現状をどう考えているのか、県内中

小企業の現状と対策について、商工観光労働部

長に伺います。

今年９月○商工観光労働部長（横山浩文君）

の、県とみやぎん経済研究所によるアンケート

調査では、７月から９月期の全般的業況ＤＩ

が、全ての業種でマイナスであり、「物価上昇

が業況に影響している」と回答した企業の割合

が94.2％に達するなど、県内中小企業は、依然

として厳しい経営環境に置かれているものと認

識しております。

こうした状況を踏まえ、県では、販路開拓や

新商品開発などへの支援を行うとともに、今

年10月に創設した「みやざき再生支援特別貸

付」では、事業者に対する定期的なモニタリン

グを通じて、中小企業支援ネットワークの構成
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機関によるプッシュ型の経営支援を実施するこ

ととしており、関係機関と連携し、事業者に寄

り添いながら、経営改善に向けた取組を後押し

してまいります。

知事、今、部長から「物価上○武田浩一議員

昇が業況に影響していると回答した企業の割合

が94.2％に達するなど、県内中小企業は、厳し

い経営環境に置かれていると認識している」と

の答弁がありました。

現場からは悲痛な声が聞こえてまいります。

いま一度、コロナ禍と物価高という、100年に一

度と言われる社会情勢の中にある中小企業に対

する河野知事の思いについて伺います。

中小企業は、本県の企○知事（河野俊嗣君）

業の99.9％を占め、地域経済の活性化や雇用の

創出をはじめ、地域コミュニティーの担い手と

して地域づくりにも貢献するなど、本県経済や

県民生活にとって極めて重要な役割を果たして

います。

オンリーワンの商品や技術力を持ち、国内外

で活躍されている事業者や、長年にわたって地

域に根差した事業を営み、それぞれの地域に

とって欠かせない存在となっておられる事業者

も数多くおられ、日々重ねてこられた努力と本

県への多大な貢献に対し、改めて敬意と感謝の

思いを抱いているところであります。

現在、こうした中小企業を取り巻く経営環境

は、長期化するコロナ禍に加え、ウクライナ情

勢等を発端とした原油価格・物価高騰などの影

響により、厳しさを増している状況でありま

す。

私としましては、今年度創設しました宮崎再

生基金等も活用しながら、中小企業の経営基盤

の強化や生産性向上に向けた取組を支援するな

ど、一日も早い本県経済の再生に向けて、全力

で取り組んでまいります。

県内の中小企業の置かれてい○武田浩一議員

る状況は、私たちが机上で考えているより、は

るかに切迫しています。知事・部長の答弁に

あったように、事業者の実情に寄り添いなが

ら、中小企業の経営基盤の強化や生産性の向上

に向けた支援をお願いいたします。

次に、スポーツランドみやざきを一層推進し

ていくためには、日本や世界のトップアスリー

トによる大会・キャンプ誘致は大変有効である

と考えますが、全ての人々がスポーツに触れ合

える環境も大切であると考えます。

昨年からの大谷翔平選手の活躍や、先日の日

本対ドイツ戦の勝利も、多くの日本国民に感動

を与えました。スポーツの力はすごいと、改め

て感じたところであります。

そこで、スポーツの裾野を広げ、本県のス

ポーツランドみやざきを一層推進していくため

には、障がい者スポーツを受け入れる環境づく

りも重要だと考えますが、県の取組状況を商工

観光労働部長に伺います。

県ではこ○商工観光労働部長（横山浩文君）

れまで、障がいのある方の視点も踏まえて県有

のスポーツ施設を整備するとともに、宿泊施設

や公共交通機関におけるバリアフリー化の支援

にも取り組んでおります。

具体的には、スポーツ施設にスロープや多目

的トイレの設置を行うとともに、宿泊施設のト

イレや浴室の改修、ＪＲ駅のエレベーターや点

字ブロックの設置などに支援を行っておりま

す。

また今後、順次供用開始する屋外型トレーニ

ングセンターや体育館、陸上競技場などについ

ても、ユニバーサルデザインを取り入れた整備

を進めております。
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県としましては、今後とも、障がい者スポー

ツ協会などの関係団体から意見を伺うととも

に、庁内関係部署とも連携を図りながら、障が

い者スポーツの受入れ環境を整備し、スポーツ

ランドみやざきを一層推進してまいります。

次に、屋外型トレーニングセ○武田浩一議員

ンターの管理運営における収支の課題につい

て、県ではどのように対応していくのか、商工

観光労働部長に伺います。

屋外型ト○商工観光労働部長（横山浩文君）

レーニングセンターの管理運営に要する経費

は、年間6,100万円と見込まれる一方で、施設の

利用によって得られる料金収入は、年間820万円

を予定していることから、差額の年間5,280万円

が県の負担となる見込みであり、３年間で１

億5,840万円の指定管理料を債務負担行為の追加

として、本議会で御審議いただくこととしてお

ります。

県といたしましては、施設のＰＲやセールス

活動を積極的に実施し、新たなスポーツ団体の

誘致に取り組むことにより、利用料金の収入確

保に努めるとともに、ネーミングライツ制度の

導入や施設内の広告スペースの活用を図り、こ

れらの収入を指定管理料の財源に充当し、可能

な限り財政負担の軽減を図ってまいります。

さて、ただいまの部長答弁か○武田浩一議員

らも、収支については今後大変厳しい財政負担

が考えられますが、知事をはじめ担当職員や関

係者の御努力で、来春のＷＢＣ2023侍ジャパン

合宿地に選定されました。

１年を通して温暖で快晴の日が多い恵まれた

気候の「日本のひなた宮崎県」であります。本

施設の開業は、施設の収支だけでは図れない経

済効果を関係産業に与える大きな可能性を含ん

でいます。スポーツランドみやざきの将来を見

据え、県は屋外型トレーニングセンターをどの

ように活用していくのか、河野知事に伺いま

す。

屋外型トレーニングセ○知事（河野俊嗣君）

ンターにつきましては、将来のスポーツランド

みやざきの鍵を握る重要な施設として、来年４

月の供用開始に向け、現在整備を進めていると

ころであります。

この施設は、現在カタールで開催されており

ますサッカーワールドカップの会場と同様の人

工芝など、高規格な仕様を備えているというこ

とでありまして、あの日本対ドイツ戦が行われ

たスタジアムと同じハイブリッド芝だというこ

とであります。国内外の代表やトップアスリー

トの受入れが可能でありまして、国際水準のス

ポーツの聖地として、さらなるブランド力の向

上が図られるものと考えております。

また、本施設の整備に伴い、県内各地へのス

ポーツキャンプの一層の拡大が図られ、観光振

興や経済の活性化にもつながるとともに、トッ

プアスリートと県民との交流などを通じ、国民

スポーツ大会や全国障害者スポーツ大会を見据

えた県内アスリートの競技力向上にも寄与する

ものと考えております。

他県とのスポーツキャンプの誘致競争の激化

に加え、国スポ・障スポの開催を控えた本県と

しましては、今後、この施設を広く県内外へＰ

Ｒし、積極的な活用を図ることで、スポーツラ

ンドみやざきをさらに推進してまいります。

河野知事は就任以来、スポー○武田浩一議員

ツランドみやざきを推進してこられました。こ

れまで県内の各市町村でも、プロ野球、Ｊリー

グ等の国内キャンプや、トップアスリートをは

じめ、大学、高校等のスポーツキャンプ・合宿

地としての実績を伸ばしてきました。そこに、
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さらに障がい者スポーツ推進に力を注ぎ、県内

のバリアフリー化を進め、本県のスポーツラン

ドみやざきを国内外にＰＲしていただくことを

要望します。

実は、今年に入りまして、マラソンの谷口浩

美さん 私の南那珂、南郷の大先輩でありま―

すが と２回ほど話をする機会がありまし―

た。話をするたびに言われるのが、「どこでも

スポーツはやっているよね。そこに障がい者ス

ポーツが来て、地域がバリアフリー化してい

く。それを売りにするというのを、今後、市町

村でやっていくのはどうだろうか」という御意

見を伺ったところでありました。それで、今回

はこういう質問をさせていただきました。あり

がとうございます。

次に、教育政策について。

本年、国連が日本に対し、「特別支援教育の

中止」を勧告いたしました。欧米では障がい児

と健常児が共に学ぶインクルーシブ教育が浸透

していると聞いていますが、本県の学習指導要

領にも示されたインクルーシブ教育システムに

対する本県の考えを、教育長に伺います。

本県でも、インク○教育長（黒木淳一郎君）

ルーシブ教育システムの構築が重要であると考

えておりまして、障がいのある子供と障がいの

ない子供が共に学ぶ機会を積極的に設けており

ます。

システムの構築には、そもそも合理的配慮の

提供が求められておりまして、小・中・高等学

校の学習指導要領での明記にもつながっており

ます。

県教育委員会といたしましては、全ての教員

を対象とした特別支援教育に関する研修の充実

や、通級指導教室という、これは障がいのある

児童生徒が通常の学級に在籍したままで指導が

受けられる学びの場ですが、その充実を図るな

ど、今回の国連の勧告を踏まえ、インクルーシ

ブ教育システムの構築をより一層推進してまい

ります。

県教委が小・中・高等学校の○武田浩一議員

学習指導要領の中で、障がいのある子供とない

子供が共に学ぶ機会を積極的に設けているこ

と、全教員を対象にした特別支援教育に関する

研修等、インクルーシブ教育のシステム構築を

推進していることは理解いたしました。

しかし、私は、そもそも国連のいうところの

インクルーシブ教育と日本の文部科学省の考え

るインクルーシブ教育の考え方に乖離があるの

ではないかと思います。それは国連が、「特別

支援教育の中止」を勧告していることからも分

かります。欧米の考えが全て正しいわけではあ

りませんが、国連で、障害者権利条約に関する

日本政府に対する初めての審査が開かれ、建設

的対話に受審国の障がい当事者と関係者が100名

以上集まり、その熱心さは会場で話題になった

そうであります。

今後、国の動向なども見ながら、障がいとい

う垣根を越え、共に学ぶ教育の推進に努めてい

ただきますよう、要望いたします。

次に、本県の県立高校で全国からの出願を認

める学校・学科について、現在指定されている

学校の現状を、教育長に伺います。

全国からの出願を○教育長（黒木淳一郎君）

認める学校・学科につきましては、飯野高校で

は、平成31年度入学者選抜検査から普通科と生

活文化科において導入しておりまして、これま

で18名の生徒が入学しております。

また、高鍋農業高校では、今年度から園芸科

学科と畜産科学科において導入しておりまし

て、４名の生徒が入学しております。
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入学者は、北海道から沖縄まで16都道府県か

ら集まっており、生徒たちはそれぞれの夢に向

けて取り組んでおります。

次に、県立高校における今後○武田浩一議員

の特色づくりについて、また、全国からの募集

を全県的に広げる可能性について、教育長に伺

います。

学校の存在意義や○教育長（黒木淳一郎君）

期待される社会的役割、目指すべき学校像等

を、令和３年度にスクールミッションとして改

めて整理し、あわせて、それを県立高校の特色

づくりの一つとして位置づけ、さらなる教育活

動の充実を進めているところであります。

全国からの募集につきましても、そのような

特色づくりの一つとなっておりまして、学校や

地域の活性化につながるような取組によって、

希望者も年々増えております。

今後、地域のニーズを踏まえ、現在指定を受

けている学校の成果とともに、課題についても

検証を進め、指定校を増やす可能性について研

究してまいります。

今後の県立高校の全国募集に○武田浩一議員

関しては、地域ニーズや課題等もあると思いま

すが、地域に残る唯一の県立高校は、条件不利

地域にとって、なくてはならない学校でありま

す。検証を早急に進め、指定校を増やしていた

だくよう、要望いたします。

次に、先日、串間市の住民の方から、県立高

校内の草がぼうぼうで見苦しいとの御意見をい

ただきました。私たちの頃は、ＰＴＡや生徒た

ちで草刈り等の環境整備をしていたような記憶

もありますが、現在の県立高校における草刈り

等の環境整備及びその予算措置の状況につい

て、教育長に伺います。

県立高校における○教育長（黒木淳一郎君）

草刈り等の環境整備につきましては、各学校で

シルバー人材センターと年間契約を結び、計画

的に実施しております。樹木剪定や伐採等の作

業も、必要に応じて専門業者に委託して実施し

ております。また、議員の御質問にもありまし

たとおり、今でも一部の学校におきましては、

ＰＴＡ等による環境美化の活動を定期的に行っ

ていただいているところであります。

次に、県からの予算措置につきましては、各

学校に対し、年２回調査を行い、必要額を配分

しているほか、緊急性のあるものには、随時、

配分を行っております。

今後も、地域の学校として適切な維持・管理

がなされるよう、予算確保に努めてまいりま

す。

最後の質問になります。○武田浩一議員

10月に特別委員会、常任委員会の県外調査に

久しぶりに行ってまいりました。そこで先進的

な取組をされている企業等を調査させていただ

き、勉強してまいりましたが、一つ気づいたこ

とがあります。どの企業もトイレがきれいであ

るということです。また、バックヤード等、お

客様に通常見えないところもきれいだというこ

とであります。

先日、数名の保護者と関係者から、県立高校

のトイレが臭い、汚いとの御意見をいただきま

した。そこで、県立高校におけるトイレの改修

状況について、教育長に伺います。

県立高校のトイレ○教育長（黒木淳一郎君）

の改修につきましては、新型コロナ感染症等の

予防や老朽化解消に向けまして、令和２年度か

ら、便器洋式化や自動水栓化を重点的に進めて

おります。

トイレの洋式化率につきましては、令和元年

度末の25.2％から、今年度末までには63.0％に
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達する見込みであります。トイレの壁等の室内

整備につきましては、十分ではない状況もあり

ますので、トイレの洋式化をさらに進めなが

ら、今後も学校の要望等を踏まえ、整備に努め

てまいります。

ありがとうございます。○武田浩一議員

学校に行って、トイレに行きたくないという

女子高校生の声を、お母さんとか関係者の皆様

からいただきました。かわいそうですよね。

あるところで学校説明会に行って、「トイレ

が汚くて受験をやめた」との、真偽はともあ

れ、笑えない話も聞こえてまいります。

我々の未来を担う生徒たちのことを考えます

と、まずは、環境整備も含め、教育施設のトイ

レ等の改修を計画的に進めるとともに、予算拡

充にも努めていただきますよう、要望いたしま

す。

故稲盛和夫先生の言葉であります。「86年間

歩んでこられて、人生で一番大事なものは何だ

と思われますか」との質問に、概要ではありま

すが、こう答えられたそうであります。

「一つは、どんな環境にいても、真面目に一

生懸命生きること。自分が自分を一つだけ褒め

るとすれば、どんな逆境にあろうと不平不満を

言わず、慢心せず、今、目の前に与えられた仕

事に、どんなささいな仕事でも、全身全霊で打

ち込み努力したこと。もう一つは、利他の心。

皆を幸せにしてあげたいと強く意識し、生きて

いくこと」と答えられたそうであります。私も

そんな生き方を目標にしてまいりたいと思って

おります。

最後に、12月25日に県知事選を控える河野知

事に、県政のトップは、真面目に愚直に確実

に、県民福祉の向上に真摯に取り組んでいただ

き、そこに少しのユーモアと未来への希望を与

えていただくよう、エールを送り、私の一般質

問の全てを終わります。ありがとうございまし

た。（拍手）

以上で本日の質問は終わりま○中野一則議長

した。

明日の本会議は、午前10時から、一般質問、

人事案件の採決及び議案・請願の委員会付託で

あります。

本日はこれで散会いたします。

午後１時59分散会
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